
（２）高等学校改革の動向
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高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課
程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者（※）とされている。
※ 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者、在外教育施設を修了した者等

（学校教育法第57条、学校教育法施行規則第95条）

２．高等学校入学資格

１．目的・目標
目的：高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを

目的とする。
（学校教育法第50条）

目標：① 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会
の形成者として必要な資質を養うこと。

② 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知
識、技術及び技能を習得させること。

③ 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。
（学校教育法第51条）

※ 生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要
な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

（学校教育法第62条において準用する同法第30条第2項）

高等学校は、高等学校学習指導要領に定めるところにより育成を目指す資質・能力に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針
及び入学者の受入れに関する方針（以下「三つの方針」という。）を定め、公表するものとすること。
※ 上記①の規定は、入学者の受入れに関する方針を除き、中等教育学校の後期課程において準用

（施行規則第 103 条の２、施行規則第 113 条第３項関係）

３．高等学校における三つの方針の策定・公表

高等学校制度の概要
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中学校から送付された調査書その他必要な資料、学力検査の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可す
る。

※ 学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができ、調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料
としないことができる。

（学校教育法第59条、学校教育法施行規則第90条）

高等学校には全日制、定時制、通信制の課程を置くことができる。
・全日制：通常の時間帯において授業を行う課程
・定時制：夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程
・通信制：通信による教育を行う課程

（学校教育法第53条、第54条）

一定の教育目標を達成するために、各教科・科目を一つのまとまった教育内容を持つよう系統化を図ったもの。教育課程を編成する
上で、また生徒が履修する上でのまとまりとなるもの。高等学校の学科は大きく次の３つに区分される。

・普通科：普通教育を主とする学科
※ 普通科、普通教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科（学際領域に関する学科、

地域社会に関する学科など）
・専門学科：専門教育を主とする学科

※ 農業科、工業科、商業科、水産科、家庭科、看護科、情報科、福祉科、理数科、体育科、
音楽科、美術科、外国語科、国際関係科、その他専門教育を施す学科

・総合学科：普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科
（学校教育法第52条、高等学校設置基準第5条及び第6条）

３．入学者選抜

４．課程

５．学科
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・全日制の課程：３年
・定時制の課程及び通信制の課程：３年以上

（学校教育法第56条）

①全学科共通：74単位以上で各学校が定める（１単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算することを標
準とする）
②専門学科のみ：専門教科・科目から25単位以上

（学校教育法施行規則第84条及び第96条、高等学校学習指導要領）

文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
（学校教育法第62条で準用する同法第34条）

※ 文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合（一部の専門教科
や学校設定科目等）には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

（学校教育法施行規則第89条）

・校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
・このほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くこ
とができる。

（学校教育法第60条）

６．修業年限

７．卒業に必要な単位数・教育課程

８．教科書

９．高等学校に置く職
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年 概要

昭和63年 単位制高等学校の導入（定時制・通信制）

平成元年 定時制・通信制高校の修業年限の弾力化（４年以上 → ３年以上）

５年 単位制高等学校の全日制への拡大
学校間連携、学校外学修（専修学校、技能審査）の単位認定の導入

６年 総合学科（普通教育・専門教育の選択履修を総合的に行う学科）の導入

10年 学校外学修の単位認定対象範囲の拡大（大学、高専、ボランティア 等）

11年 中高一貫教育制度の導入（中等教育学校の創設等） 

16年 高等学校設置基準の全部改正

17年 学校外学修等の認定可能単位数の拡大（20→36単位）

22年 外国の高等学校における履修単位の認定可能単位数の拡大（30→36単位）

24年
中高一貫教育校に係る教育課程の基準の特例を拡充
（中学校段階における指導内容の移行、高等学校段階（普通科）における「学校設定教科・
科目」の単位数上限の緩和（20→36単位まで））

26年 指定都市立高等学校の設置認可の廃止（事前届出制）

27年 全日制・定時制課程の高等学校における遠隔教育の制度化

28年 高等学校専攻科修了者の大学への編入学制度の創設

30年 通信制高校の面接指導等実施施設に関する事項を学則記載事項に追加

令和３年 「普通教育を主とする学科」の弾力化、高等学校通信教育の質保証

高等学校に関する近年の主な制度改革
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１ 成年年齢の引下げ（民法第４条）

３ 施行までの周知期間

① 一人で有効な契約をすることができる年齢
② 親権に服することがなくなる年齢

（現行法） 男性 １８歳 女性 １６歳

法 律 の 要 点

平成21年10月     法制審議会の答申
○ 選挙権年齢が18歳に引き下げられるのであれば，環境整備をした上で，成年年齢も18歳に引き下げる
○ 成年年齢を18歳に引き下げるのであれば，女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げるのが相当

平成27年6月     公職選挙法の改正
○ 選挙権年齢を18歳へ引き下げ，民法についても法制上の措置を要請

平成19年5月      国民投票法の制定
○ 憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定め，民法についても法制上の措置を要請

いずれも20歳から18歳に引き下げ
 「成年」と規定する他の法律も１８歳に変更

女性の婚姻開始年齢を１８歳に引き上げ
婚姻開始年齢は男女とも１８歳に統一

平成28年7月 参議院議員通常選挙
○ 国政選挙において，初めて18歳選挙権を実施

２ 女性の婚姻開始年齢の引上げ（民法第７３１条）

令和４年４月１日から施行
若者のみならず，親権者等の国民全体に影響

消費者被害の防止等の観点から，周知徹底が必要

従 前 の 経 緯

※平成30年6月成立民法の一部を改正する法律（成年年齢関係）
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学習指導要領の考え方

主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び
対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と，学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し，
社会と連携･協働しながら，未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など，新しい時代に求
められる資質･能力を育成
知識の量を削減せず，質
の高い理解を図るための
学習過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化，高校の新科目「公共」の
新設など
各教科等で育む資質･能力を明確化し，目標や内容を構造
的に示す

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養
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高等学校の教科･科目構成について
（各学科に共通する各教科及び総合的な探究の時間）…共通必履修 …選択必履修

論理国語 文学国語 国語表現 古典探究

現代の国語 言語文化

英語コミュニケーションⅠ
（「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」の統合型）

英語コミュニケーションⅡ・Ⅲ
（「聞くこと」「読むこと」「話すこ

と」「書くこと」の統合型）

論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
（スピーチやプレゼンテーション、ディ

ベート、ディスカッション等） ※英語力調査の結果やＣＥＦＲ
のレベル、高校生の多様な学
習ニーズへの対応なども踏ま
え検討。

理数探究

理数探究基礎

総合的な探究の時間

総合的な探究の時間

数学Ⅲ

数学Ⅱ

数学Ⅰ

数学Ｃ

数学Ｂ

数学Ａ

科学と
人間生活 物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎

物理 化学 生物 地学

日本史探究 世界史探究地理探究

歴史総合地理総合

倫理 政治・経済

公共

情報科

情報Ⅱ

情報Ⅰ

家庭基礎 家庭総合

国語科

外国語科

理数科

数学科 理科

地理歴史科 公民科

家庭科

※ グレーの枠囲みは既存の科目

※ 実社会・実生活から自ら見出した課題を探究することを
通じて、自分のキャリア形成と関連付けながら、探究す
る能力を育むという在り方を明確化する。

保健体育科
体育 保健

芸術科

音楽Ⅰ 美術Ⅰ 工芸Ⅰ 書道Ⅰ

音楽Ⅱ・Ⅲ 美術Ⅱ・Ⅲ 工芸Ⅱ・Ⅲ 書道Ⅱ・Ⅲ
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教科 科目

農業
農業と環境，課題研究，総合実習，農業と情報，作物，野菜，果樹，草花，畜産，栽培と環境，
飼育と環境，農業経営，農業機械，植物バイオテクノロジー，食品製造，食品化学，食品微生物，
食品流通，森林科学，森林経営，林産物利用，農業土木設計，農業土木施工，水循環，造園計
画，造園施工管理，造園植栽，測量，生物活用，地域資源活用

工業

工業技術基礎，課題研究，実習，製図，工業情報数理，工業材料技術，工業技術英語，工業管
理技術，工業環境技術，機械工作，機械設計，原動機，電子機械，生産技術，自動車工学，自
動車整備，船舶工学，電気回路，電気機器，電力技術，電子技術，電子回路，電子計測制御，
通信技術，プログラミング技術，ハードウェア技術，ソフトウェア技術，コンピュータシステム技術，建築構造，
建築計画，建築構造設計，建築施工，建築法規，設備計画，空気調和設備，衛生・防災設備，
測量，土木基盤力学，土木構造設計，土木施工，社会基盤工学，工業化学，化学工学，地球環
境化学，材料製造技術，材料工学，材料加工，セラミック化学，セラミック技術，セラミック工業，繊維
製品，繊維・染色技術，染織デザイン，インテリア計画，インテリア装備，インテリアエレメント生産，デザ
イン実践，デザイン材料，デザイン史

商業
ビジネス基礎，課題研究，総合実践，ビジネス・コミュニケーション，マーケティング，商品開発と流通，観
光ビジネス，ビジネス・マネジメント，グローバル経済，ビジネス法規，簿記，財務会計Ⅰ，財務会計Ⅱ，
原価計算，管理会計，情報処理，ソフトウェア活用，
プログラミング，ネットワーク活用，ネットワーク管理

水産
水産海洋基礎，課題研究，総合実習，海洋情報技術，水産海洋科学，漁業，航海・計器，船舶
運用，船用機関，機械設計工作，電気理論，移動体通信工学，海洋通信技術，資源増殖，海洋
生物，海洋環境，小型船舶，食品製造，食品管理，水産流通，ダイビング，マリンスポーツ

新高等学校学習指導要領（平成30年３月告示）

主として専門学科に開設される教科・科目
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家庭
生活産業基礎，課題研究，生活産業情報，消費生活，保育基礎，保育実践，生活と福祉，住生
活デザイン，服飾文化，ファッション造形基礎，ファッション造形，ファッションデザイン，服飾手芸，フードデ
ザイン，食文化，調理，栄養，食品，食品衛生，公衆衛生，総合調理実習

看護
基礎看護，人体の構造と機能，疾病の成り立ちと回復の促進，健康支援と社会保障制度，成人看護，
老年看護，小児看護，母性看護，精神看護，在宅看護，看護の統合と実践，看護臨地実習，看護
情報

情報
情報産業と社会，課題研究，情報の表現と管理，情報テクノロジー，情報セキュリティ，情報システムのプ
ログラミング，ネットワークシステム，データベース，情報デザイン，コンテンツの制作と発信，メディアとサービス，
情報実習

福祉 社会福祉基礎，介護福祉基礎，コミュニケーション技術，生活支援技術，介護過程，介護総合演習，
介護実習，こころとからだの理解，福祉情報

理数 理数数学Ⅰ，理数数学Ⅱ，理数数学特論，理数物理，理数化学，理数生物，理数地学

体育 スポーツ概論，スポーツⅠ，スポーツⅡ，スポーツⅢ，スポーツⅣ，スポーツⅤ，スポーツⅥ，スポーツ総合
演習

音楽 音楽理論，音楽史，演奏研究，ソルフェージュ，声楽，器楽，作曲，鑑賞研究

美術 美術概論、美術史、鑑賞研究，素描，構成，絵画，版画，彫刻，ビジュアルデザイン，クラフトデザイン，
情報メディアデザイン，映像表現，環境造形

英語 総合英語Ⅰ，総合英語Ⅱ，総合英語Ⅲ，ディベート・ディスカッションⅠ，ディベート・ディスカッションⅡ，
エッセイライティングⅠ，エッセイライティングⅡ
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※ ＣＢＴも可
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測定ツールの
充実

取組を促進

高等学校における基礎学力の定着に向けたＰＤＣＡサイクルの構築国

教育委員会等

〇高校の魅力づくりとともに、質の確保のための体制強化や
再編整備

〇学校支援のための人材配置や予算措置、教員研修等の取組

教育委員会等による
学校への支援

○平成２８年３月の高大接続システム改革会議「最終報告」を踏まえ、有識者による検討・準備グループ等において具体的な検討を推進。同グループによる
「論点整理」（平成２９年３月）や試行調査（平成２９年１～３月）の結果を踏まえ、平成２９年７月に「高校生のための学びの基礎診断」実施方針を策定。
○「高校生に求められる基礎学力の確実な習得」と「学習意欲の喚起」を図るため、文部科学省が一定の要件を示し、民間の試験等を認定する制度を創設し、
  多様な民間の試験等（測定ツール）の開発・提供、その利活用を促進。それにより、高校生の基礎学力の定着に向けたPDCAサイクルの取組を促進。
○「高校生のための学びの基礎診断」検討ワーキング・グループにおける専門的な検討を加え、高校・教育委員会等の関係者、民間事業者等の意見やパブ

リック・コメントによって得られた意見等を考慮しつつ、平成３０年３月に「『高校生のための学びの基礎診断』の認定基準・手続等に関する規程」を策
定。

○平成３０年１２月に初めて測定ツールの認定を行い、平成３１年度から本格的に利活用開始。
※学校や教育委員会等において選択・利活用について検討し、次年度の年間指導計画等に反映。

「高校生のための学びの基礎診断」制度の創設
（一定の要件に即して民間の試験等を認定する制度を創設）

（出題）
・学習指導要領を踏まえた出題の基本方針に基づく問題設計
・対象教科は国・数・英（共通必履修科目中心、義務教育段階含

む）
・主として知識・技能を問う問題に加え、主として思考力・判断

力・表現力等を問う問題の出題
・記述式問題の出題 ・英語４技能測定
（結果提供）
・学習成果や課題が確認でき、事後の学習改善や教師による指導の

工夫・充実に資する結果提供 等

(認定の有効期限)
・認定の有効期限は認定をしたときから３年後の年度末まで

認定基準等の設定 審査・事後チェック体制の整備

認定基準

仕組みの構築と運用を通じて、民間事業者等から高等学校の実態に応
じて選択可能な多様な測定ツールが開発・提供され、その利活用が促進
されることが期待。

・・・・・・・・・

学習成果・課題
の分析・把握

高 校

試験実施

社会で自立するために必要な基礎学力について、各学校が
それぞれの実情を踏まえて目標を設定し、教育課程を編成。

多様な測定ツールを活用しながら生徒の学習状況を多面的
に評価し、指導の工夫・充実を図っていく。

指導・学習改善

教育目標、教育課程、
指導計画の見直し等

個に応じた多様な
学習活動の実施

「高校生のための学びの基礎診断」制度
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（１）整備に向けた対応策

（２）今後の方向性

②文部科学大臣・デジタル大臣からのメッセージの発信
「高等学校における１人１台端末の環境整備について」 （令和４年１月11日）
・高校の１人１台端末環境の重要性や早期整備に向けた促進についてのメッセージを発信。
（１月上旬に、整備途上自治体の知事等へ個別に整備促進を要請）

iOS

 令和４年度中に、すべての都道府県（政令指定都市含む）において、令和４年度１年
生の１人１台環境整備が完了予定。

①高校端末の整備に向けた通知の発出
「GIGAスクール構想における高等学校の学習者用コンピュータ端末の整備の促進について」
（令和３年12月27日付け文部科学省初等中等教育局長通知）
・高校の端末整備にあたり、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用等を通じた整備の加速を要請。

高校の１人１台端末整備に向けた取組について

 令和６年度までに、学年進行による整備を進める自治体も含め、全学年の１人１台環
境整備が完了予定。
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【備考】
・ 都道府県立の公立高校のみ
・ 見込整備状況は、公立高等学校の令和４年度見込生徒数に対する見込整備台数の割合
 令和４年度の見込整備台数（令和３年度末の整備台数＋令和４年度の新規整備予定台数）
※下記の整備期間・費用負担の方針については、各自治体において調整中の場合を含む。
 なお、整備期間は1人1台端末環境の整備完了時期（予定含む）を示す。

設置者負担で整備した端末（PC教室除く）
PC教室において共用するために整備している端末
保護者負担で整備するBYOD端末

＊ 令和４年度中追加整備見込み
（淡黄色の部分は、個人所有端末の活用等、今後整備が見込まれる部

分）
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R３.12月末時点整備済み
13自治体

R４年度予定
5自治体

R５年度予定

３自治体
R６年度予定
20自治体

＊

公立高校における端末の整備状況（見込み）について（都道府県別）
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【備考】
・ 政令指定都市立の公立高校のみ
（市立高等学校の設置がない自治体は除く）

・ 見込整備状況は、公立高等学校の生徒数に対する令和４
年度の見込整備台数の割合
令和４年度の見込整備台数（令和３年度末の整備台数
＋令和４年度の新規整備予定台数）

設置者負担を原則
５自治体

保護者負担を原則
1３自治体

設置者負担で整備した端末（PC教室除く）
PC教室において共用するために整備している端末
保護者負担で整備するBYOD端末

＊ 令和４年度中追加整備見込み
（淡黄色の部分は、個人所有端末の活用等、今後整備が見込まれる部分）

整備期間

費用負担
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R4.1～3月予定
２自治体

R5年度予定
２自治体

R4年度
予定
１自治体

R3.12月末時点
整備済み
３自治体

R6年度予定
10自治体

公立高校における端末の整備状況（見込み）について（政令指定都市別）
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○ 平成27年４月より、高等学校の全日制・定時制課程における遠隔授業［教科・科目充実型］を正規の授業として
制度化し、対面により行う授業と同等の教育効果を有するとき、受信側に当該教科の免許状を持った教員がいなくても、
同時双方向型の遠隔授業を行うことができることとしている。

○ これにより、高等学校段階において、先進的な内容の学校設定科目や相当免許状を有する教師が少ない科目（第二
外国語等）の開設、小規模校等における幅広い選択科目の開設等、生徒の多様な科目選択を可能とすること等により、
生徒の学習機会の充実を図る。

教師 ＋ 児童生徒

教師支援型 教科・科目充実型合同授業型

教師 ＋ 児童生徒 当該学校の教師（当該教科の免
許状の有無は問わない）＋ 生徒

教師 ＋ 児童生徒

ALTや専門家等 当該教科の免許状を保有する教師

※高等学校段階のみ 児童生徒が多様な意見や考えに触れ
たり、協働して学習に取り組んだりする
機会の充実を図る。

 児童生徒の学習活動の質を高めると
ともに、教員の資質向上を図る。

 生徒の多様な科目選択を可能とすること
などにより、学習機会の充実を図る。

同時双方向

送
信
側

受
信
側

同時双方向

（１）遠隔授業［教科・科目充実型］の制度化

高等学校における遠隔授業［教科・科目充実型］
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（２）遠隔授業［教科・科目充実型］を行う際の主な留意事項

○ 病室等における病気療養中の生徒等に対し同時双方向型の遠隔授業を行う場合の特例として、令和元年11月には受信側
の病室等に当該高等学校等の教員を配置することは必ずしも要しないこととするとともに、令和２年４月には修得単位数の上限
（36単位）の算定に含めないこととする制度改正を実施。令和５年３月には、同時双方向型を原則としつつ、事前に収録した
動画を視聴するオンデマンド型の授業による単位認定を可能とする告示改正を行い、4月より施行。

（３）病気療養中の生徒等に対して行う場合の要件緩和

（参考）関係法令抜粋
■学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）
第88条の３ 高等学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修

させることができる。
第96条 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、74単位以上を修得した者につ

いて行わなければならない。ただし、（略）
２ 前項前段の規定により全課程の修了の要件として修得すべき74単位のうち、第88条の３に規定する単位数は36単位を超えないものとする。ただし、

疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生徒であつて、相当の期間高等学校
を欠席すると認められるものについては、この限りでない。

生徒数 ・同時に授業を受ける生徒数は、原則として40人以下とすること。

配信側 ・受信側の高等学校等（生徒の在籍する高等学校等）の身分を有すること。
・学校種や教科等に応じた相当の免許状を有すること。

受信側
・原則として教員を配置するべきであること。
※ただし、病室等において病気療養中の生徒等に対して遠隔授業を行う場合には、教員配置は必ずしも要しない
（その場合には、病室等での適切な体制整備が必要）

学習評価 ・単位認定等の評価は、配信側の教員が行うべきであること。（受信側教員はそれに協力）

その他
・遠隔授業を行う教科・科目等の特質に応じ、対面により行う授業を相当の時間数行うこと。
・36単位を上限とすること。
※ただし、病室等において病気療養中の生徒等に対して遠隔授業を行う場合には、単位数上限の算定には含めない
※※主として対面により授業を実施するものは単位数上限の算定に含めない

高等学校における遠隔授業［教科・科目充実型］
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○ 平成27年４月より、高等学校の全日制・定時制課程における遠隔授業を正規の授業として制度化し、対面により行う授
業と同等の教育効果を有するとき、受信側に当該教科の免許状を持った教員がいなくても、同時双方向型の遠隔授業を行
うことができることとしている。

○ これまでの取組状況を踏まえ、高等学校段階における遠隔教育の一層の推進を図る観点から、高等学校等におけるメディ
アを利用して行う授業の実施に係る留意事項の改正を行うこととする。

主な要件・留意事項（改正前） 主な要件・留意事項（改正後）
●修得単位数関係

卒業までに必要な単位数（74単位以上）のうち、
遠隔教育による修得単位数は36単位まで。

●対面授業の必要時間数関係
対面により行う授業を、各教科・科目等の特質に応
じた相当の時間数行うこと。

（例）
・国語総合（4単位）の場合は、4単位時間、
・数学Ⅰ（3単位）の場合は、3単位時間、
・コミュニケーション英語Ⅰ（3単位）の場合は、12単位時間
等

●単位数算定の弾力化
遠隔授業を活用して修得する単位のうち、主として対面
により授業を実施するものは、36単位までとされる単位
数の算定に含める必要はないこととする。

⇒ 卒業までの全ての授業の中で、その一部に遠隔授業
を取り入れることが可能となる。

●対面授業の必要時間数の見直し
年間2単位時間以上を確保しつつ、各教科・科目等
の特質を考慮して各学校で柔軟に設定可能とする。
※1単位科目は年間1単位時間以上でも可

（参考）受信側の体制の在り方に関する実証研究の実施 【※】
●中山間地域・離島等の小規模高校における受信側の教員配置の特例措置・在り方検討
・ 教員の配置に代えて、実習助手や学習支援員などの受信校の身分を有し、安全管理や学習支援等を行うことができる者の

配置をすることを特例的に可能とし、小規模高校の受信側の体制の在り方について実証研究を実施する（13箇所程度）。
※地域社会に根ざした高等学校の学校間連携・協働ネットワーク構築事業（COREハイスクール・ネットワーク構想）

高等学校段階における遠隔教育の推進について（概要）
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対象
校種 国公私立の高等学校・中等教育学校

13箇所（Ｒ３指定）
  480万円程度/箇所 （原則３年）

箇所数
単価（期間）

学校設置者

遠隔授業の開発・実施に必要な経費
（人件費、委員旅費、謝金等）

委託
対象経費

COREハイスクール・ネットワーク構想

○  中山間地域や離島等に立地する小規模高等学校においては、地域唯一の高等学校として、大学進学から就職までの多様な進路
希望に応じた教育・支援を行うことが必要であるが、教職員数が限定的であり、生徒のニーズに応じた多様な科目開設や習熟度別指
導が困難。
→ 複数の高等学校の教育課程の共通化やICT機器の最大限の活用により、中山間地域や離島等の高等学校においても生徒の
多様な進路実現に向けた教育・支援を可能とする高等学校教育を実現し、持続的な地方創生の核としての機能強化を図る。

背景
・
課題

※中・大規模校（教育センター）から複数の高等学校に対する「集
中配信方式」の実施も推奨

生徒の多様なニーズに応じた質の高い教育実現する高等学校ネットワークのモデルを構築

中・大規模校
（教育センター）市町村

大学等 小中学校

産業界 ＮＰＯ

市町村

大学等 小中学校

産業界 ＮＰＯ

市町村

大学等 小中学校

産業界 ＮＰＯ

事業内容：中山間地域や離島等に立地する小規模高等学校の教育環境改善のためのネットワークの構築

地域社会に根ざした高等学校の学校間連携・協働ネットワークの構築：COllaborative REgional High-school Network

【事業の検証のための調査研究】
全国展開に向けて、各ネットワークにおける成果・課題を抽出・
分析する実証研究を実施

委託先

②地元自治体等の関係機関と連携・協働する体制の構築
⇒学校外の教育資源を活用した教育の高度化・多様化
⇒地域を深く理解しコミュニティを支える人材の育成

①同時双方向型の遠隔授業などICTも活用した連携・協働
⇒自校では受けることのできない授業の受講を可能化
⇒免許外教科担任制度の利用解消

◆文部科学省が実施教科や形態に応じた複数の研究テーマを設定し実施

令和５年度予算額  0.8億円
（前年度予算額   0.8億円）
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目
的

現状

高知県西部に位置する幡多地域等の高等学校に遠隔教育ネットワークを構築し、個々の高校の教育水準の維持・向上か

ら、ネットワーク全体としての教育水準の維持・向上へと取組を発展させ、｢地域間格差を解消し生徒の進路希望を実現

する｣という高知版遠隔教育の目指す姿を実現させる。

●幡多地域の中学校卒業者数はR3に716

人で、高校入学者数541人、約２割

(175人)が地域外に進学。令和３年度

の学校別入学者数は、清水高校27人、

宿毛高校56人、宿毛工業高校110人、

中村高校153人、西土佐分校７人、幡

多農業高校104人、大方高校35人、窪

川高校29人、四万十高校20人で、９校

中６校が小規模高校。また、幡多農業

高校と宿毛工業高校は中規模校に位置

づけられるものの、１学年100人程度

と小規模校化傾向

●中村高校以外は、普通科教科教員数に

限りがあり、生徒のニーズや進路希望

等に応じた多様な教科・科目の開設や

習熟度別指導が困難な状況で、指導体

制等教育活動の充実が課題

●”幡多は一つ””チーム幡多”のス

ローガンのもと、幡多地区校長会、教

育長会、首長会等定例会を持ち、地域

創生に向けた対策を検討

１．遠隔事業に関する取組の概要

●国内外の大学や企業、地域自治体の関係機関等と連携した高度な学びの提供

●日本トップ大学生等からの学習支援・啓発活動による進学意欲の醸成

2．地元自治体等の関係機関と連携・協働する体制の構築に関する取組の概要

3．ネットワークを構成する学校

文部科学省委託事業：地域社会に根ざした高等学校の学校間連携・協働ネットワーク構築事業（ＣＯＲＥハイスクール・ネットワーク構想）

●地元市町村等と「幡多･四万十地域高校教育地域協働コンソーシアム会議」及び

学校単位の「地域コンソーシアム」立ち上げ

●地域における探究的な学びの推進や人材育成に関する相互理解の促進、

高校魅力化評価システムの活用

●幡多農業高校：農業教育拠点校 窪川高校・四万十高校との

農業高幡ネットワークによる相互交流、授業配信

●宿毛工業高校：工業教育拠点校 情報科目の授業配信

●宿毛高校 ：総合学科 芸術科目の授業配信

●中村高校 ：進学拠点校  分校への授業配信

遠隔授業配信センター

大方高校

幡多農業高校

中村高校

清水高校

宿毛高校

宿毛工業高校

西土佐分校

幡多地域等

四万十高校
窪川高校

◆遠隔授業を活用した多様な進路希望の実現

●遠隔授業配信センター及び学校相互による遠隔授業の配信・単位認定

・配信センターによる物理、数学Ⅲ等自校では開講できない大学受験科目の配信

・農業・工業科教員による専門高校からの授業配信

◆遠隔教育システムを活用した高度な学びによる高等学校の特色化・魅力化

◆地域課題探究学習による幡多地域等への郷土愛・地域貢献意欲の醸成

幡多地域等の９校及び遠隔授業配信センター（高知県教育センター内）

教師側

生徒側

済 大方高校、西土佐分校、清水高校
 窪川高校、四万十高校
        幡多農業高校、中村高校、

宿毛工業高校、宿毛高校

R元までに
導入済

R３年10月
導入

遠隔授業
配信センター

※コンソーシアム構成団体

ＪＡ高知県(幡多地区)、すくも湾漁業協同組合、

幡多信用金庫、幡多広域観光協議会、

高知大学次世代地域創造センター、

各市町村教育委員会、

県産業振興推進本部 幡多地域本部、

県農業担い手育成センター、県立校10校

高知版ＣＯＲＥ遠隔教育ネットワーク構想
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第１章 通信制高等学校を取り巻く現状・課題
通信制高等学校が担う役割の変化
通信制高等学校は、当初は勤労青年を主たる対象としていたが、近年は、不登校経験など多様な入学動機や学習歴を持つ生徒が入学する

とともに15歳から18歳の生徒が増えるなど若年化しており、自立して自学自習を行う生徒を対象としてきた制度の前提が変化
近年の義務教育段階の不登校児童生徒数の増大、修業年限の３年以上への弾力化、株式会社立学校の設置容認、高等学校通信教

育規程の大綱化等の影響もあって、通信制高等学校の学校数・生徒数が平成10年以降急増
大規模な私立の広域通信制高等学校が通信教育連携協力施設（以下「サテライト施設」）を用いて全国的に教育活動を展開

通信制高等学校の監督に係る状況
平成27年のウィッツ青山学園高等学校の事案をはじめ、一部の通信制高等学校において違法・不適切な学校運営や教育活動が明らかに
国においては、所轄庁と共同での点検調査の実施や関係法令・ガイドライン等の改正等により通信制高等学校の質の確保・向上を図っている

が、依然として、一部の学校において違法・不適切な学校運営や教育活動が行われている事例が見受けられる
所轄庁の状況を見ると、通信制課程の設置認可・指導監督に携わる職員が減少し、過半数の所轄庁で教職経験・教育行政経験のある職

員が配置されていない
 また、広域通信制高等学校のサテライト施設については、所轄庁の圏域を越えて教育活動を展開しているため、所轄庁が監督することが物理

的に困難であるといった課題が生じているほか、他の所轄庁が認可するサテライト施設の所在や教育内容について、多くの都道府県において把
握できていない状況

第2章 基本的な考え方
指導方法・指導体制について
通信制高等学校においても、中央教育審議会答申（令和３年１月）において示された、「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適

な学びと、協働的な学びの実現」をしながら、学習指導要領を着実に実施していくことが必要
学校には、学習機会や学力を保障する役割のみならず、全人的な発達・成長を保障する役割や、身体的・精神的な健康を保障するという福

祉的な役割も求められており、特に通信制高等学校においては、全日制、定時制課程以上に、生徒一人一人の実態に応じて、伴走して支
援を行う体制を構築していくことが必要

質保証の方策・所轄庁の在り方について
令和３年３月の制度改正事項（通信教育実施計画の策定・明示、サテライト施設の学則への位置付け、生徒数・教職員数、教育課程、

情報公表等）をはじめ関係法令の遵守の徹底、サテライト施設の情報の整理・可視化や第三者評価の活用促進など、開かれた学校づくりを
推進していくことが必要

高等学校の卒業は、大学入学資格となるなど社会的通用性を有するものであることを踏まえ、通信制高等学校において更なる教育の質の確
保・向上を図り、「令和の日本型学校教育」を実現していくことが重要であり、国が中心となり、所轄庁の指導力の向上を図ること（適切な指
導監督を行うことができる仕組みの構築・環境整備など）や、都道府県間の連携協力体制を構築していくことが必要

「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する調査研究協力者会議
審議まとめ（令和４年８月29日） 概要
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教諭等の指導体制の確保と規模の規制の見直し
通信制高等学校の実態を踏まえ、教育の質の向上を図るためには、指導体制を確実に確保していくことが必要であることから、差し

当たり、少なくとも生徒数80人当たり教諭等が１名以上必要ということを基準として設定（ただし、これは必要最低の基準であり、
不登校経験者など多様な生徒が多数在籍し、若年化している学校にあっては、全日制・定時制以上に、生徒一人一人に寄り
添って伴走して支援を行う体制を整えていくことや、専門・支援スタッフとの連携が重要であることを併せて周知）

適切な指導体制・教育環境等が整っている必要があることから、学校の設置認可の際に収容定員が適切であることを確認
より特色ある教育の提供を可能とする観点から、通信制課程の規模の下限を240人としている現行規定は撤廃

専門・支援スタッフの配置促進
通信制高等学校においては、学習機能だけではなく社会的機能や福祉的機能も果たしていくことが特に重要。このため、専門・支

援スタッフ（養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、特別支援教育支援コーディネーターなど）の配置について、
「自己点検チェックシート（仮称）」に盛り込み、係る趣旨を徹底

②指導体制の在り方

高等学校教育として相応しい質を確保する学習の設計
通信制課程において高等学校教育として相応しい質を確実に確保するために、１単位当たり、例えば、面接指導と添削課題に

要する学習時間（メディアを利用した学習を含め、これらに類するものを含む。）の総計を１単位当たり35単位時間を標準とな
るよう設計するなどして、学習指導要領に定める目標を達成するよう教育を実施することをガイドライン等に明記

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を通じた主体的・対話的で深い学びを実現するための指導方法の見直し
以下の趣旨をガイドライン等に明記

• 添削指導・試験において、知識・技能のみならず、思考力・判断力・表現力等を育む観点からも、文章で解答する記述式を
一定量取り入れるべきこと

• 面接指導の時期・方法を適切に設定すること。年度途中の集中スクーリングを行う場合には、その後の生徒の学習上の課題を
踏まえて適切指導を行うことが可能な環境・体制を整備すること

• 個別最適で協働的な学びを実現する形（少人数かつ同時双方向型等）でのメディア利用も検討すること
個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を通じた主体的・対話的で深い学びを実現するためのモデル事業を国において

実施

①指導方法の在り方

第３章 取るべき対応策
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関係法令等の徹底
令和３年３月の制度改正事項（サテライト施設の基準の設定のほか、サテライト施設ごとの教育活動等の情報公表等）や、学校教育法及び

学校教育法施行規則により義務付けられている自己評価の実施及び結果公表等について、取組が十分でない学校も見受けられることから、関
係法令・ガイドラインで定める内容を実施できているか確認するための「自己点検チェックシート（仮称）」を整備し、関係法令等の遵守を徹底

広域通信制高等学校におけるサテライト施設の情報の整理・可視化
各都道府県や、各地域に居住する生徒・保護者にとって、域内のサテライト施設の情報を把握することは、域内の高等学校全体の適切な定員

管理や学校選択を行う上でも重要であることから、サテライト施設の情報を含む各学校の情報公開を徹底しつつ、国において、サテライト施設の情
報を一覧で確認できるウェブサイトを構築

第三者評価の活用促進
学校運営や教育活動の更なる適正化を図る観点や外部の信頼を一層得ていく観点から、第三者評価の活用について、「自己点検チェックシート

（仮称）」への盛り込み、サテライト施設の情報を一覧で確認できるウェブサイトにおいて第三者評価の実施状況を含めた公表・周知、第三者評
価の実施機関の体制整備を推進

③質保証の方策（サテライト施設の在り方を含む）

所轄庁による指導力の向上
全国に広がる広域通信制高等学校に対して、所轄庁において専門的見地から適切に指導監督を行うことができる仕組みを構築していくために、

• 点検調査を容易かつ実効的にする「自己点検チェックシート（仮称）」の整備・活用
• 通信制高等学校に関する専門家等をアドバイザーとして所轄庁に派遣
• 所轄庁による認可処分の適正化や、認可基準を持たない所轄庁に対する策定への働きかけに向けて、設置認可基準の策定内容の標準例

の提示（その際、設置認可の際に適切な定員設定となっていることを確認すること、認可後のサテライト施設の適切な監督を促すことを含める）
• 関係法令の見直し

所轄庁において、通信制高等学校の教育の質の確保・向上に向けた方策に重点的に取り組む環境を整えるため、学則変更について、ガイドライン
に記載がなく教育の質確保・向上とは直接的に関わらない事項（賞罰や寄宿舎に関することなど）については認可事項から届出事項へと改正

都道府県間の連携協力体制の構築
広域通信制高校のサテライト施設に対する適切な指導監督に向けて、高校の所轄庁とサテライト施設が所在する都道府県間の情報共有や

連携協力体制を構築・深化させる方策を国において検討し、ガイドラインに規定
 サテライト施設の情報を一覧できるウェブサイトの活用など、都道府県が域内のサテライト施設の設置状況を把握する仕組みを構築

④所轄庁の在り方

第３章 取るべき対応策
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（１）全日制・定時制の場合
・ １単位時間を50分とし、35単位時間の授業を１単位として計算

⇒ 50分×35単位時間の学習量が必要

1単位を修得するに必要となる学習

（２）通信制の場合（国語、地理歴史、公民及び数学の場合）
・ 自学自習

＋
添削指導（３回）
＋

面接指導（１単位時間（50分））
＋

多様なメディアを利用した指導 ※面接指導時間の減免が可能
⇒ 法令上の学習量の定めは、添削指導（３回）と面接指導（50分）であり、基本は自学自習
により学習を実施

単位修得にあたっての全日制・定時制と通信制の違い
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不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、
特定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成することができる。

○ 相当の期間小学校、中学校、高等学校を欠席していると認められる児童生徒、高等学校を退学し、その後高等学
校に入学していないと認められる者又は高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる
者を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要がある場合。
※学校教育法施行規則

第５６条（小学校）、第７９条（中学校）、第８６条（高等学校）、第１０８条（中等教育学校）

○ 特別の教育課程を編成することを希望する学校を設置する地方自治体の教育委員会、国立大学法人、学校法人が
文部科学大臣に申請書を提出。

文部科学大臣は、申請内容を審査し、学校教育法等の観点から支障がないと認められるときは当該学校を指定。

具体的な仕組の概要

特区「不登校児童生徒等を対象とした学校設置に係る教育課程弾力化事業」の閣議決定（平成１６年１
２月１０日）に基づき、平成１７年学校教育法施行規則の改正により全国化した。

なお、「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和4年6月7日閣議決定）においても、「ＩＣＴも
効果的に活用し、不登校特例校の全都道府県等での設置や指導の充実の促進、ＳＣ・ＳＳＷの配置の促進
等を通じた重大ないじめ・自殺や不登校への対応（中略）を図る」とされている。

不登校児童生徒等を対象とする特別の教育課程の編成（特例校）について
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（参考） 令和５年４月現在、開校している学校は全国で２４校（うち、分教室型の不登校特例校は９校）

・八王子市立高尾山学園小学部・中学部（平成16年4月～）
・京都市立洛風中学校 （平成16年10月～)
・星槎中学校  （平成17年4月～）

・鹿児島城西高等学校 普通科（ドリームコース） （平成18年4月～)
・東京シューレ葛飾中学校 （平成19年4月～)
・京都市立洛友中学校 （平成19年4月～)   
・日本放送協会学園高等学校 （平成20年4月～)
・星槎名古屋中学校 （平成24年4月～)
・星槎もみじ中学校  （平成26年4月～)
・西濃学園中学校 （平成29年4月～）
・調布市立第七中学校はしうち教室（平成30年4月～）【分教室型】
・東京シューレ江戸川小学校 （令和2年4月～）

・岐阜市立草潤中学校（令和3年4月～）
・福生市立福生第一中学校（令和2年4月～）【分教室型】
・星槎高等学校（令和2年4月～）
・大田区立御園中学校（令和3年4月～）【分教室型】
・宮城県富谷市立富谷中学校（令和4年4月～）【分教室型】
・大和市立引地台中学校（令和4年4月～）【分教室型】
・三豊市立高瀬中学校（令和4年4月～）【分教室型】
・世田谷区立世田谷中学校（令和4年4月～）【分教室型】
・白石市立白石南小学校・白石市立白石南中学校（令和5年4月～）
・大和郡山市立郡山北小学校 分教室「ASU」（令和5年4月～）【分教室型】
・大和郡山市立郡山中学校 分教室「ASU」（令和5年4月～）【分教室型】
・ろりぽっぷ学園小学校（令和5年4月～）

【不登校特例校制度等】



不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、特定の学校におい
て教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成することができる。

〇 年間の総授業時間数の低減 ⇒ 750時間程度
〇 体験型学習として校外学習を年４回以上実施
〇 朝の時間や放課後のゆとりを考え、午前２時間・午後２時間を基本とし、授業時数を770時間に設定
〇 本校ならではの特色のある教科・時間として、音楽・美術・技術・家庭を統合した「創作工房」、道徳及び特別活動の時間

を統合した「コミュニケーションタイム」等を新設
〇 コミュニケーション能力の向上を図るため、道徳（35時間）をソーシャルスキルトレーニングの授業として実施
〇 理科や社会を中心に、問題解決学習を中心とした合科的指導やフィールドワーク、体験学習、ボランティア活動を実施
〇 習熟度別クラスの編成、学年の枠を越えたクラス編成を行い指導を実施
〇 一人一人に応じた学習のレベル、学習量、学習のスピードで実施
〇 体験的学習時間を多く確保するため、総合的な学習の時間を85時間（１年）～105時間（2・3年）に増加

各校の特色ある教育課程

教育上の効果

1806

〇 市内で不登校になっている児童生徒を受け入れることで、基礎学力の定着と社会性の育成を行い、上級学校への進学な
 ど多くの子供たちの不登校を改善できている。特に学習意欲があるが、学校に通えない子供には大きな改善や効果がある
 教育活動を実施できていると考える。

〇 生徒は各々の発達のペースに合わせた課題設定がなされ、それらのスモールステップに対する取組みが評価されることによっ
 て自己肯定感が高まった。それまで諦めがちであったことにも意欲的に挑戦する姿勢が多くなった。このことは高等学校またそ
の先の進路設定にも好影響を与え、それぞれ自分に合った自立の道を得ている。

〇 生徒の表情の変化は同時に保護者に対しても反映し、不安や悩みでうつむいていたものが、意欲的に学習するように変化
している。不登校児童生徒への家庭の応援体制が整うことは、当然生徒にも良い影響を与えている。

〇 様々な理由で不登校となり、本来校へ復帰できず行き場のない生徒の学習の場、居場所として有効である。特に定員
を少数としていることもあり、集団での活動は苦手だが、個別又は小集団での活動なら適応できる生徒が学校に通えている。

※不登校特例校の設置に向けて【手引き】
（令和２年１月）より抜粋不登校特例校の特色と教育上の効果について
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【不登校特例校制度等】



１．制度の概要

➣ 高等学校の全日制・定時制課程において、学校生活への適応が困難であるため、
相当の期間高等学校を欠席していると認められる生徒等又は療養等のため相当の
期間高等学校を欠席すると認められる生徒等を対象として、通信の方法を用いた
教育により、36単位を上限として単位認定を行うことを可能とする。

➣ 上記措置を希望する高等学校を設置する地方公共団体の教育委員会、国立大学
法人、学校法人からの申請に基づき、文部科学大臣が、当該高等学校を指定する。

※ 平成16年度に構造改革特区における特例措置として実施されていたが、閣議決定（平成20
年４月25日）に基づき、平成21年３月に全国化。

２．適用実績（令和５年４月１日現在：計９校）

○ 平成18年４月～ 仰星学園高等学校（学校法人仰星学園） （福岡県）
○ 平成22年４月～ 稲葉学園高等学校（学校法人稲葉学園） （大分県）
○ 平成23年４月～ 旭丘高等学校（学校法人新名学園） （神奈川県）
○ 平成23年４月～ 鹿児島城西高等学校（学校法人日章学園） （鹿児島県）
○ 平成28年６月～ 神奈川県立厚木清南高等学校 （神奈川県）
○ 平成30年４月～ 東京都立六本木高等学校 （東京都）
○ 令和３年４月～  英明高等学校（学校法人香川県明善学園） （香川県）
○ 令和４年４月～  西濃学園高等学校（学校法人西濃学園） （岐阜県）
○ 令和５年４月～  須磨学園高等学校（学校法人須磨学園） （兵庫県）

高等学校 不登校特例制度（通信の方法を用いた教育）について
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【不登校特例校制度等】



※沖縄県は地図を拡大しています。

東京都
葛飾区（東京シューレ葛飾中学校）
八王子市（八王子市立高尾山学園小学部・中学部）
国立市（ＮＨＫ学園高等学校）
調布市（調布市立第七中学校はしうち教室）
江戸川区（東京シューレ江戸川小学校）
福生市（福生市立福生第一中学校）
大田区（大田区立御園中学校）
世田谷区（世田谷区立世田谷中学校)
港区（東京都立六本木高等学校）

愛知県
名古屋市（星槎名古屋中学校）

神奈川県
横浜市（星槎中学校）

（星槎高等学校）
大和市（大和市立引地台中学校)
小田原市（旭丘高等学校）
厚木市（神奈川県立厚木清南高等学校）

京都府
京都市（京都市立洛風中学校）

（京都市立洛友中学校）

奈良県
大和郡山市（学科指導教室「ASU」）

不登校特例校の設置状況（R5）

北海道
札幌市（星槎もみじ中学校）

岐阜県
揖斐郡（西濃学園中学校、西濃学園高等学校）
岐阜市（草潤中学校）

鹿児島県
日置市（鹿児島城西高等学校）

香川県
三豊市（三豊市立高瀬中学校）
高松市（英明高等学校）

宮城県
富谷市（富谷市立富谷中学校）

白石市（白石市立白石南小学校・
白石市立白石南中学校）

仙台市（ろりぽっぷ学園）

福岡県
北九州市（仰星学園高等学校）

大分県
竹田市（稲葉学園高等学校）

兵庫県
神戸市（須磨学園高等学校）

※ ：全日制課程又は定時制課程において、通信の
 方法を用いた教育を取り入れている高等学校
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【不登校特例校制度等】




































































































































※沖縄県は地図を拡大しています。



東京都

葛飾区（東京シューレ葛飾中学校）　

八王子市（八王子市立高尾山学園小学部・中学部）　

国立市（ＮＨＫ学園高等学校）　

調布市（調布市立第七中学校はしうち教室）

江戸川区（東京シューレ江戸川小学校）

福生市（福生市立福生第一中学校）

大田区（大田区立御園中学校）

世田谷区（世田谷区立世田谷中学校)

港区（東京都立六本木高等学校）



愛知県

名古屋市（星槎名古屋中学校）



神奈川県　

横浜市（星槎中学校）

　 　　　（星槎高等学校）　

大和市（大和市立引地台中学校)

小田原市（旭丘高等学校）　

厚木市（神奈川県立厚木清南高等学校）

京都府　

京都市（京都市立洛風中学校）

　　　　 （京都市立洛友中学校）





奈良県　

大和郡山市（学科指導教室「ASU」）



不登校特例校の設置状況（R5）



北海道

札幌市（星槎もみじ中学校）



岐阜県

揖斐郡（西濃学園中学校、西濃学園高等学校）

岐阜市（草潤中学校）



鹿児島県

日置市（鹿児島城西高等学校）



香川県　

三豊市（三豊市立高瀬中学校）

高松市（英明高等学校）



宮城県

富谷市（富谷市立富谷中学校）

白石市（白石市立白石南小学校・

　　　　　　　 白石市立白石南中学校）

仙台市（ろりぽっぷ学園）



福岡県　

北九州市（仰星学園高等学校）

大分県　

竹田市（稲葉学園高等学校）



兵庫県　

神戸市（須磨学園高等学校）
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 令和5年度予算額 82億円

（前年度予算額 77億円）

スクールカウンセラー等活用事業 スクールソーシャルワーカー活用事業

 義務教育段階の不登校児童生徒数は、平成24年度から8年連続で全体の人数・児童生徒千人当たりの人数ともに増加しており、
様々な課題を抱える児童生徒への早期支援、不登校状態にある児童生徒への手厚い支援に向けた相談体制の充実が必要。

 また、社会問題化している昨今の児童虐待相談対応件数の急増等を踏まえ、学校における児童虐待の未然防止・早期発見や、
児童虐待発生時の迅速・的確な対応に向けた相談体制の充実も喫緊の課題。

 さらに、「経済財政運営と改革の基本方針2022」等を踏まえ、重大ないじめ・自殺や不登校、ヤングケアラーの早期対応等に向
けた相談体制の充実も課題。

令和５年度予算額（案）：5,889百万円(前年度予算額： 5,581百万円） 令和５年度予算額（案）：2,313百万円(前年度予算額： 2,132百万円）

 児童生徒の心理に関して専門的な知識・経験を有する者
⇒児童の心理に関する支援に従事（学教法施行規則）

 福祉に関して専門的な知識・経験を有する者
⇒児童の福祉に関する支援に従事（学教法施行規則）

 補助割合：国１/３、都道府県・政令指定都市２/３
 実施主体：都道府県・政令指定都市
 補助対象経費：報酬・期末手当、交通費等

 補助割合：国１/３、都道府県・政令指定都市・中核市２/３
 実施主体：都道府県・政令指定都市・中核市
 補助対象経費：報酬・期末手当、交通費等

 全公立小中学校に対する配置（27,500校）
 配置時間：週１回概ね４時間程度

基盤となる配置
 全中学校区に対する配置（10,000中学校区）
 配置時間：週１回３時間

 いじめ・不登校対策のための重点配置：2,900校（←2,000校）いじめ
不登校

虐待
貧困

 虐待対策のための重点配置 ：2,000校（←1,500校） 

 スーパーバイザーの配置 ：90人

 いじめ・不登校対策のための重点配置：3,000校（←2,000校）

 虐待対策のための重点配置 ：2,500校（←2,000校）

 スーパーバイザーの配置 ：90人

※不登校特例校や夜間中学への配置を含む
 教育支援センターの機能強化     ：250箇所

※不登校特例校・夜間中学への配置を含む
 教育支援センターの機能強化  ：250箇所

 貧困対策のための重点配置 ：2,300校（←1,900校） 
 貧困対策のための重点配置 ：3,500校（←2,900校）

 公認心理師、臨床心理士等  社会福祉士、精神保健福祉士等

補助制度

求められる能力・資格

基礎配置に加え、配置時間を週１回３時間加算
⇒重点配置の活用により、週２回や週３回の配置も可能

児童生徒1000人当たりの
不登校児童生徒数（小中）
※単位：人

重
点
配
置
等

質の向上

基礎配置に加え、配置時間を週１回４時間加算
⇒重点配置の活用により、週１回８時間（終日）以上の配置も可能

※ヤングケアラー支援のための配置を含む

10.9
11.7 12.1

12.613.5
14.7

16.9
18.8

20.5

25.7

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

上記のほか、自殺予防教育実施の支援を含む

オンライン活用拠点  オンラインカウンセリング活用のための配置：67箇所（新規）  オンラインを活用した支援のための配置：67箇所（新規）

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
による教育相談体制の充実
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【SC・SSWによる教育相談体制等】



配置・対応校数
（A）

全校数
（B）

配置率・対応率
（A/B） 実人数

SC

小学校 17,840 18,940 94.2％
10,158

中学校 9,165 9,323 98.3％

小計（小・中） 27,005 28,263 95.5％ 10,158

高等学校 3,791 4,062 93.3％ 1,227

特別支援学校 ― ― ― 172

合計 30,796 32,325 95.3％ 11,557

SSW

小学校 13,854 18,940 73.1％
3,388

中学校 7,110 9,323 76.3％

小計（小・中） 20,964 28,263 74.2％ 3,388

中学校区 7,656 9,285 82.5％ ―

高等学校 1,749 4,062 43.1％ 415

特別支援学校 ― ― ― 43

合計 22,713 32,325 70.3％ 3,852

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置・対応状況

※自治体単費による措置数を含む
※SCは準ずる者を含む

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置・対応率（令和３年度実績）
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【SC・SSWによる教育相談体制等】



○通常の学級に在籍し、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒に対して、障害に
応じた特別の指導を行う指導形態。（平成５年度から小中学校で制度化、平成３０年に高等学校に拡大）

・実施形態：自校通級、他校通級、巡回指導
・対象障害種：言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、肢体不自由、病弱・身体虚弱

障害による困難さの改善・克服に係る指導内容の一例

教職員定数の改善
・公立小・中学校における基礎定数化（H29年度からの10年間で児童生徒13人に教職員1人）
・公立高等学校における加配定数措置（R5年度：348人分の経費を地方財政措置）
研修や指導の充実
・(独) 国立特別支援教育総合研究所における指導的立場の教員を対象とした研修等
・発達障害に関する通級の研修体制や指導法に関する調査研究事業
（R2年度:高等学校における発達障害に関する通級による指導の研究事業）
・「改訂第3版 障害に応じた通級による指導の手引き 解説とQ&A」 を作成
・「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」 を作成

文部科学省の取組

通級指導教室通常の学級

Ｂ学校

自校通級

Ａ学校

教員個別
指導

通常の学級

Ｃ学校
通級指導教室

他校通級

教員

巡回指導
通常の学級

通級

●通級による指導の実施形態

発音の困難さ 読みの困難さ 筆記の困難さ

口や舌の体操等を通して自
分の発音を意識して明瞭に
話せるように指導

カード等を用いて、文字や単
語、文を流暢に読めるように
指導

ICT端末を活用したキーボー
ド入力やフリック入力など、自
分に合った学び方ができるよ
うに指導 ●通級を受けている

児童生徒数

言語障害

ADHD

自閉症

LD

情緒障害

難聴

弱視

※通級による指導実施状況調査(R3年度通年)から

目標（自立活動の指導）
個々の幼児児童生徒が自立を目指し，障害による学習上又は生活上の

困難を主体的に改善・克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣
を養い，もって心身の調和的発達の基盤を培う。

（人）

47,175 25.7%

38,656 20.5%

36,760 20.0%

34,135 18.6%

24,554 13.4％

2,100 1.14%

239 0.13%

159 0.09%

102 0.06%

183,880計

通級による指導の概要
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高等学校における「通級による指導」の実施状況（令和３年度実績）

２ 実施状況と課題
全国の高等学校等において、「通級による指導」が必要と判断した2,513人中、実際に「通級による指導」が行われたのは1,671人で

あり、実際に「通級による指導」を行わなかった生徒842人（R2年度： 1,100人）であった。
「通級による指導」を行わなかった理由については、「本人や保護者が希望しなかったため」との回答が最も多く502人、次いで「そ

の他」が160人、次いで、「通級による指導の担当教員の加配がつかず、巡回通級や他校通級の調整もできなかったため」との回答
が115人であった。

１ 高等学校における「通級による指導」の制度化
高等学校段階においても、小・中学校等同様に、通常の学級に在籍し大半の授業を通常の学級で受けつつ、障害による学習

上・生活上の困難を主体的に改善・克服するために受ける「通級による指導」のニーズが高まっていることを踏まえ、平成３０年度
から制度化。

３ 文部科学省における支援等
（１）高等学校における通級による指導担当教員充実のための定数措置

公立の高等学校及び中等教育学校後期課程において通級による指導のために必要な加配教員348人（対前年度47人増）に
必要な経費を措置。 など

（２）特別支援教育支援員の配置の充実のための財政措置
学習活動上のサポート等を行う特別支援教育支援員の配置に必要な経費を地方財政措置。

（３）「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」の作成・配布
初めて担当する教師にとって分かりやすく、手に取りたいと思うガイドを作成し文部科学省のHPで公開。

（１）「通級に
よる指導」
の利用を検
討した生徒
の数

（２）（１）の
うち、中学
校からの情
報提供や引
継ぎを受け
たり、高等
学校等から
中学校への
情報聴取を
行った生徒
の数

（３）「通級に
よる指導」が
必要と判断
した生徒の
数

（４）「通級に
よる指導」を
行った生徒
の数

（５）（１）のうち、実際に「通級による指導」を行わなかった生徒の数【理由別】

ア．本人や保
護者が希望
しなかった
ため

イ．通級による
指導の担当教員
の加配がつかず、
巡回通級や他校
通級の調整もで
きなかったため

ウ．生徒の障害
に対応した専門
性のある担当教
員がみつからな
かったため

エ．通級による
指導を実施する
ための教室等の
施設設備を整備
できなかったた
め

オ．校内教員等
の関係者の理解
が得られなかっ
たため

カ．特別の教育
課程の編成や時
間割の調整が出
来なかったため

キ．その他

国公私立計 3,114 2,247 2,513 1,671 502 115 0 2 6 57 160 
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趣 旨

○ 特別支援教育への理解や認識の高まり、障害のある子供の就学先決
定の仕組みに関する制度改正等により、特別支援教育を必要とする児童
生徒が増加

○ 発達障害の可能性のある児童生徒は、全ての通常の学級に在籍する
可能性

○ 学校教育法施行令第２２条の３の障害の程度（※）に該当する
児童生徒が、特別な支援を受けながら、通常の学級等に在籍

○ 小中学校の通級による指導の担当教師の基礎定数化、高等学校に
おける通級による指導の制度化等により、通級による指導体制が充実。
また、通常の学級において、合理的配慮の提供や、特別支援教育支援
員による支援など、一人一人の子供の教育的ニーズに応じた支援が行わ
れている状況

【主な検討事項】

◎荒瀬 克己 独立行政法人教職員支援機構理事長
 池田 彩乃 山形大学地域教育文化学部准教授
 市川 宏伸 一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長
 市川 裕二 東京都立あきる野学園統括校長
氏間 和仁 広島大学大学院人間社会科学研究科准教授
梅田 真理 宮城学院女子大学教育学部教育学科児童教育専攻教授

○奥住 秀之  東京学芸大学教育学部特別支援科学講座教授・学長補佐
 帯野 久美子  株式会社インターアクト・ジャパン 代表取締役
 喜多 好一 全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会会長
 小枝 達也 国立研究開発法人国立成育医療研究センター副院長

 こころの診療部統括部長
櫻井 秀子 川口市立戸塚北小学校長

笹森 洋樹  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所発達障害教育
 推進センター上席総括研究員（兼）センター長

滝川 国芳 京都女子大学発達教育学部教育学科教授
竹内 哲哉 日本放送協会解説委員室解説委員
中田 寛  鳥取県教育委員会教育次長
野口 晃菜 一般社団法人UNIVA理事
平野 真理子  平野卓球センター監督
藤井 和子 上越教育大学臨床・健康教育学系教授
馬飼野 光一  東京都立荻窪高等学校長
宮﨑 英憲 全国特別支援教育推進連盟理事長

（◎：主査、○：副主査）（令和4年9月30日現在計20名、五十音順、敬称略）

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害児・発達障害者支援室
国立障害者リハビリテーションセンター

【委員】

【オブザーバー】

（１）通級による指導の更なる充実に向けた取組等の在り方について
（２）学校教育法施行令第２２条の３の障害の程度に該当する児童生徒の支援の在り方について

障害者の権利に関する条約に基づくインク
ルーシブ教育システムの更なる実現に向けて、
通常の学級に在籍する障害のある児童生
徒への支援の実施状況、成果と課題につい
て把握した上で、より効果的な支援施策の
在り方について外部有識者の協力を得て検
討。

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議
（令和４年５月１８日設置）

（※）学校教育法施行令第２２条の３の障害の程度・・・学校教育法第７５条（障害の程度）に基づき、特別支援学校の指導の対象となる障害の種類及び程度を定めている。

スケジュール：令和４年６月14日に第１回を開催。
第２回以降は月１回開催し、第７回（令和５年１月26日）に報告(素案)、第８回（令和５年２月15日）に報告(案)について検討。
第９回（令和５年３月９日）に最終回を開催。令和５年３月13日に報告を取りまとめ。同日付で教育委員会等へ通知。
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通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告(概要)
 （令和５年３月13日）

 ① 学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒：小中学校8.8% 高等学校2.2% ➡ 全ての学級に特別な教育的支援が必要な児童生徒が在籍している可能性
うち、校内委員会で支援が必要と判断：小中学校28.7% 高等学校20.3% ➡ 校内委員会の機能が十分に発揮されていない

 ② 他校通級は、小学校では約３割、中学校では約２割 ➡ 児童生徒や保護者の送迎等の負担
  高等学校において、通級による指導が必要と判断された生徒が受けられていない実態がある ➡ 実施体制が不十分

 ③ 障害の程度の重い児童生徒が通常の学級に在籍（就学先決定にあたり本人・保護者の意見を最大限尊重） ➡ より専門的な支援が必要
 ④ 令和4年9月9日障害者権利委員会の勧告 ➡ 障害のある子供と障害のない子供が可能な限り同じ場で共に学ぶための環境整備の推進が必要

小中高等学校等

専門家等からの支援

校内委員会の機能強化
校長①校内支援体制の充実

☞ 支援の対象とすべき児童
生徒について幅広く把握し、
必要な支援を組織的に対

応

通常の学級
個別の教育支援計画・個別
の指導計画の作成と活用

中心的な役割を担う
特別支援教育コーディネーター

教務主任
通級指導担当
学級担任 等

通常の学級でできうる支援策を
検討した上で、通級による指導や
特別支援学級の必要性を検討

通級による指導

   ④インクルーシブな学校運営モデルの創設
～特別支援学校と小中高等学校のいずれかを一体的に運営～

☞ 特別支援学校を含めた２校以上で連携し、障害のある児童生徒と障害のない
 児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進める学校をモデル事業として支援

☞ 知的障害を対象とした通級による指導も同モデルにおいて実現

特別支援学校

②通級による指導の充実
☞ 本人や保護者が仕組みや意義等を理解した上で、指導を受け
ることが重要

☞ 児童生徒が慣れた環境で安心して受けられるよう、自校通級や
巡回指導を促進

☞ 自立活動の意義と指導の基本を改めて周知、研修会等の実施
☞ 高等学校については、潜在的な対象者数も踏まえた教員定数
措置を含めた指導体制等の在り方を検討

I CTの活用
合理的配慮

③特別支援学校のセンター的機能の充実
☞ 特別支援教育に関する専門的な知見や経験等を有する

特別支援学校からの小中高等学校への支援を充実

小中高等学校 特別支援学校
柔軟な教育課程・指導体制

巡回指
導

A校 B校

自校通級

発達障害や障害の程度の重い児童生徒が在籍

◆ 上記取組とあわせて、令和4年3月の検討会議報告を踏まえた特別支援教育を担当する教師等の専門性の向上を図るため、各自治体における令和6年度からの実現に向けた取組を促進させる。
◆ 障害のある児童生徒が自己理解を通じ自己肯定感を高め、自立し、社会の一員として活躍するために必要な基盤となる能力や態度を育てるキャリア教育の推進。
◆ 国においては、連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を進め、本報告に示した具体的な方向性を踏まえた関連施策等の充実に努め、各自治体や学校における取組について、必要な助言等を行い
 つつ、教師の働き方改革にも留意しながらその進捗状況等についてフォローアップを実施。

現状・課題

わかりやすい
授業の工夫

 ※ 弱視、難聴、肢体不自由、病弱・身体虚弱など在籍者の少ない障害種への対応に差異が生じることのないよう留意

特別支援学校のセンター的機能の発揮

校内委員会の再点検、障害者理解教育の推進

特別支援教育支援員
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通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する
検討会議（第4回） 資料２（兵庫県教育委員会提出資料） 抜粋
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病気療養中等の生徒の教育機会を確保する観点から、上限を
超える単位修得等を認める。
※訪問教育において、メディアを利用して行う授業を実施する場合も上限を超える

単位修得数等を認める。

●受信側の教員の配置要件の緩和
令和元年11月通知

●対面による授業の実施
教科・科目等の特質に応じ、対面により行う授業を相当の

時間数行うこと。
（27年告示第92号）

●単位修得数等の上限
全課程の修了要件として修得すべき74単位のうち、36単

位を超えないものとすること。 
※特別支援学校高等部において、修了要件が異なる場合は、

その１／２未満までを上限とすること。
（学校教育法施行規則第96条第２項、第135条第２項）

●受信側の教員配置
原則として当該高等学校等の教員を配置
（当該教科の免許保有者以外でも可）

（27年施行通知）
●配信側の教員配置

高等学校教諭等の身分を有する当該教科の免許保有者
（27年施行通知）

新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）（令和元年６月）

Y=ax+b
Y=ax+b

遠隔教育（メディアを利用して行う授業※）の要件・留意事項

【取り組むべき施策】
高等学校段階の病気療養中等の生徒に対する遠隔教育の要件（受信側の教員の配置要件や単位修得数等の上限）を緩和。

受信側の病室等に当該高等学校等の教員を配置することは
必ずしも要しない。ただし、以下の点に留意すること。

 当該高等学校等と保護者が連携・協力し、当該生徒の状態等を
踏まえ、体調の管理や緊急時に適切な対応を行うことができる体
制を整えること。

 配信側の教員は、受信側の病室等で当該対応を行う者と連携・協
力し、当該生徒の日々の様子及び体調の変化を確認すること。

●単位修得数等の上限の緩和
令和２年４月、学校教育法施行規則改正

病気療養中等の生徒に対する特例

※メディアを利用して行う授業：同時双方向型（学校から離れた空間へ、インターネット等のメディアを利用して、リアルタイムで授業配信を行うとともに、質疑応答等の双方向のやりとりを行うことが
 可能な方式）の授業であって、対面により行う授業に相当する教育効果を有すると認めたもの。

高等学校段階の病気療養中等の生徒に対する、遠隔教育（メディアを利用して行う授業）の要件緩和について
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病気療養中等の児童生徒に対するオンデマンド型の授業配信を可能とする制度改正について

・小・中学校段階：平成30年９月より、同時双方向型授業配信を実施した場合、指導要録上の出席扱いとすることが可能。
・高等学校段階：平成27年４月に、同時双方向型の授業を制度化したほか、文部科学大臣の指定を受けた高等学校においては、

病気療養中等の生徒に対し特別の教育課程を編成することが可能（特例制度）。当該特例制度においてのみ、
オンデマンド型の授業による単位認定が可能だが、申請に時間を要することもあり、活用は進んでいない。

病気療養中等の児童生徒については、本人の病状に加え、治療の状況によって学習時間が前後することもあり、リアルタイムで授   
業を配信する同時双方向型のみでは、教育機会を十分に保障できない可能性がある。よって、病気療養中等の児童生徒においては、 
同時双方型を原則としつつ、事前に録画した動画を視聴するオンデマンド型の授業配信を可能とする必要がある。

小・中学校段階：通知を改正し、オンデマンド型授業配信による指導要録上の出席扱いを可能とした。（令和５年３月30日通知）

高等学校段階：学校教育法施行規則第88条の３における「メディアを利用して行う授業」について規定している告示を一部改正し、
 病気療養中等の生徒については、オンデマンド型の授業による単位認定を可能とした。（令和５年４月１日施行）

・ 同時双方向型を原則としつつ、当該児童生徒の病状や治療の状況等から、配信側の授業時間に合わせて同時双方向型で
実施することが難しいと学校において判断した場合に限り、オンデマンド型で実施することが可能。

・ 当該児童生徒の生活や学習の状況を把握し、学校外の関係機関等と積極的な連携を図り、本人やその保護者が必要としてい
る支援を行うこと。

・ 学習評価においては、定期的な訪問やオンラインでの面接、メールでのやり取り等を通して、動画の視聴及び学習状況を可能な限
り把握するとともに、課題提出等、工夫して行うこと。

・ （小・中学校段階のみ）当該児童生徒の学齢や発達段階等を踏まえ、オンデマンド型授業配信の実施の可否について、学校に
おいて、保護者や医療機関と連携しつつ、適宜判断すること。 等

改正の背景等

改正内容

オンデマンド型の授業配信に係る留意事項
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事業内容

全ての児童生徒の学びが保障さ
れ、障害の有無に関係なくその能
力を発揮できる共生社会の実現

・モデル事例の周知による他自治体の取組促進
・ICT活用の充実（デジタル教科書等の普及、ICT関
係の就職増、病気療養中等の児童生徒に対するオ
ンデマンド型の授業の実施増）

ICTを活用した障害のある児童生徒等に対する指導の充実

ICTを活用した障害のある児童生徒等に配慮した効果的な指導法の確立が求められている。また、感染症対策で登校できない、あるいは、病気療養中の児童
生徒等に対する遠隔指導による学習の保障や、働き方が大きく変化している現状を踏まえた進路選択を想定した指導・支援が重要になってきている。

※事業開始年度：令和３年度

背景

ICTを活用した指導・支援
の手法・知見の獲得

○企業等と連携して、将来の職業生活において求められるICT活用に係る知識や技
能等を習得するために必要な指導方法、教材・コンテンツ等の開発を行い、効果的
な指導の在り方について研究する。

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）

令和5年度予算額 127百万円

（前年度予算額 128百万円）

• 委託先:都道府県教育委員会
• 委託期間：2年間（1年目）
• 件数・単価：２箇所×2.6百万円

• 委託先:教育委員会、民間事業者
• 委託期間：2年間（1年目）
• 件数・単価：８箇所×２百万円
• 研究費：６百万円

○病気療養中等の児童生徒（※）に対するオンデマンド型の授業について、実施
方法や評価方法等に関する調査研究を実施

２．企業等と連携したICT人材育成のための指導の在り方に関する調査研究
５百万円（新規）

３．病気療養中等の児童生徒に対するオンデマンド型の授業に係る調査研究
２２百万円（新規）

企業、
事業所

（実習等）

学校
（情報共有、

連携）

• 委託先:教育委員会、大学、民間団体
• 委託期間：2年間（2年目）
• 件数・単価：5箇所×19百万円

○文部科学省著作教科書（特別支援学校用）のデジタルデータについて関連する
アプリなどデジタル教材を開発・活用しつつ、障害の特性に応じた効果的な指導の在
り方について研究を実施する。

１．文部科学省著作教科書のデジタルデータを活用した指導の実践研究
９７百万円（８３百万円）

※疾病による療養のため又は障害のため、病院や自宅等において相当の期間学校を欠席している児童生徒

学校

医療機関自宅等

（オンデマンド型の授業）

実施状況・課題の整理
効果的な実施方法の提示
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在籍

当該高等学校 他の高等学校

全日制 定時制 通信制 全日制 定時制 通信制

全日制 － ② ② ① ① ①
定時制 ② － ④ ① ① ④
通信制 ② ③ － ① ③ ③

履修 ①学校間連携
（学校教育法施行規則第97条第１項・第2項）
②同一校内の課程間併修
（学校教育法施行規則第97条第3項）
③通信制課程における定通併修
（高等学校通信教育規程第12条第1項）
④定時制課程における定通併修
（高等学校通信教育規程第12条第2項） 

高等学校等においては、生徒の能力・適性、興味・関心等の多様化の実態を踏まえ、高等学校教育の一層の充実を図ることを目
的として、生徒の在学する高等学校等での学習の成果に加えて、在学する高等学校等以外の場における体験的な活動等の成果を
各学校長の判断によって、高等学校等の単位として認定することが可能。

定通併修学校間連携・課程間併修
学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）
第九十七条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長
の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程に
おいて一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは
、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全
課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
２ 前項の規定により、生徒が他の高等学校又は中等教育学校の
後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修
得する場合においては、当該他の高等学校又は中等教育学校の校
長は、当該生徒について一部の科目又は総合的な探究の時間の履
修を許可することができる。
３ 同一の高等学校に置かれている全日制の課程、定時制の課程
及び通信制の課程相互の間の併修については、前二項の規定を準
用する。

高等学校通信教育規程（昭和三十七年文部省令第三十二号)
第十二条 実施校の校長は、当該実施校の通信制の課程の生徒
が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の定時制の課程又
は他の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の定時制
の課程若しくは通信制の課程において一部の科目又は総合的な探
究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該実施
校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えること
ができる。
２ 定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該高等学校の定時
制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の
通信制の課程又は他の高等学校（中等教育学校の後期課程を含
む。）の通信制の課程において一部の科目又は総合的な探究の時
間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該定時制の課
程を置く高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数
のうちに加えることができる。

◇学校間連携および課程間併修、定通併修の整理

学校間連携・定通併修
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制度・特例名 教育の手法 教育を受ける場所 大臣認定の
要否 単位上限

遠隔授業
【教科・科目充実型】

※学校教育法施行規則
第88条の３

同時双方向型のみ
※告示において規定

※相当の時間数の対面指導が
別途必要

※告示において規定

教室等

※受信側に当該高校の教員を
配置することが原則

※病気療養中等の生徒の場合
は、病院・自宅等も可

（通知において記載）

不要
36単位（病気療養中等の生
徒の場合は、上限無し）
※学校教育法施行規則第96条2
項

（全日制）
学校間連携・

同一校課程間併修
※学校教育法施行規則第97条

（定時制）
定通併修

※高等学校通信教育規程
第12条

通信制課程の併修等による
通信の方法
（メディア利用として、同
時双方向型又はオンデマン
ド型のオンライン教育もあ
り得る）

※別途、学習指導要領に沿って
面接指導を行うことが必要

制約なし（面接指導
を除く） 不要

36単位
※学校教育法施行規則99条

ただし、定通併修は上
限なし

不登校特例制度
（通信の方法）

※学校教育法施行規則第86条

通信の方法
（メディア利用として、同
時双方向型又はオンデマン
ド型のオンライン教育もあ
り得る）
※別途、学習指導要領に沿って
面接指導を行うことが必要

※通知において記載

制約なし（面接指導
を除く）

必要
※学校教育法施行

規則第86条

36単位
※通知において記載

全日制・定時制課程に在籍する生徒に対する遠隔・通信教育に係る制度・特例
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第１章 高等学校教育を取り巻く現状と課題認識 第２章 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を通じて
 再認識された高等学校の役割・在り方

 高等学校には多様な入学動機や進路希望、学習経験などを持つ生徒が
在籍している現状を踏まえた教育活動が極めて重要

 高校生の学校生活への満足度や学習意欲は中学校段階に比べて低下し
ており、高校生の学習意欲を喚起するためのものへと転換することが必要

 大学入学や就職等の出口のみを目標とすることなく、他分野に関する理解
や、新たなことを学び、挑戦する意欲を育むための学びが不可欠

 産業構造や社会システムの激変、少子化の進行等の社会経済の有り様を
踏まえた高等学校教育の在り方の検討が必要

 学習機会と学力を保障するという役割のみならず、生徒にとって安全・安
心な居場所を提供するという福祉的機能や、社会性・人間性を育むと
いった社会的機能をも有するという高等学校の多面的な役割・在り方を
再認識

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、生徒が長期間登校できな
い状況下において、ICTも最大限活用した学習保障の必要性が顕在化

 遠隔・オンラインか対面・オフラインかという二元論に陥らず、最適な組合せ
によって、全ての生徒の可能性を引き出す学びの実現が必要

これらの前提を踏まえ、以下の方策を実施

第３章 高校生の学習意欲を喚起し、可能性及び能力を最大限に伸長するための各高等学校の特色化・魅力化に向けた方策
【１．各学科に共通して取り組むべき方策】
(1) 現代的な諸課題に対応し、20年後・30年後の社会像を見据えて必要となる資質・能力の育成
 国内外の大学、企業、地元市町村等の関係機関と連携した高度かつ多様な学びの提供

(2) 地域の実態に応じた多様な高等学校教育の実現
 中山間地域・離島等に立地する小規模高等学校が教育課程の共通化・相互互換を図ることで、地理的制約を超えて教育資源を効果的に活用
 都道府県は、地元市町村等との丁寧な意見交換を通じて公立高等学校の在り方を検討。その際、総合教育政策会議を活用した首長部局との連携も有効

(3) 各高等学校の存在意義・社会的役割等の明確化（スクール・ミッションの再定義）
 各設置者が、各高等学校の存在意義や社会的役割、目指すべき学校像をスクール・ミッションとして再定義

(4) 各高等学校の入口から出口までの教育活動の指針（スクール・ポリシー）の策定
 各高等学校は、高等学校教育の入口から出口までの教育活動を一貫した体系的なものに再構築するため、

「育成を目指す資質・能力に関する方針」「教育課程の編成及び実施に関する方針」「入学者の受入れに関する方針」（仮称）を策定・公表

(5) 地域社会や高等教育機関等の関係機関と連携・協働した学びの実現
→ 各高等学校の目的を踏まえ、地域社会や高等教育機関等との連携・協働を推進（例：地元市町村等との協働体制であるコンソーシアムの構築）

新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググループ審議まとめ（概要）
～多様な生徒が社会とつながり、学ぶ意欲が育まれる魅力ある高等学校教育の実現に向けて～
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【２．学科の特質に応じた教育活動の充実強化】
(1) 普通科改革
 各設置者の判断により、「普通教育を主とする学科」として、下記のような特色・魅力ある学科の設置を可能化

第４章 定時制・通信制課程等における多様な学習ニーズへの対応と質保証
【１．定時制・通信制課程等における多様な学習ニーズへの対応】

 制度創設時と異なり勤労青年に限らず多様な生徒が在籍している定時制・通信制課程の現状を踏まえ、多様な生徒のニーズにきめ細かく対応するため、
SC・SSW等の専門スタッフの充実、関係機関との連携促進、ICTの効果的な活用、少年院在院者への高等学校教育機会の提供等を推進

【２．高等学校通信教育の質保証方策】
(1) 教育課程の編成・実施の適正化
 各年度における添削指導・面接指導・試験の年間計画等を「通信教育実

施計画」(仮称)として策定・明示することを義務付け
 面接指導は少人数で行うことを基幹とすることや、集中スクーリングにおいて１

日に実施する面接指導の時間数を適切に定めること、多様なメディアを利用
して行う学習の報告課題等に対する観点別学習状況の評価の実施、試験
の実施時間・時期を適切に設定することなどを明確化

(2) サテライト施設の教育水準の確保
 実施校の責任下におけるサテライト施設の把握・管理、情報開示の徹底、

面接指導等実施施設の共通の基準に関して実施校と同等の教育環境を
確保

【学際的な学びに重点的に取り組む学科】
…SDGsの実現やSociety5.0の到来に伴って生じる諸課題に着目し、国際
社会及び日本社会における課題の発見・解決に資する資質・能力を育成

…国内外の高等教育機関や国際機関、国の機関等との連携・協働により、
大学教育の先取り履修や高大連携講座の仕組みの構築などを実施

【地域社会に関する学びに重点的に取り組む学科】
…地元市町村を中心とする地域社会の有する課題・魅力に着目し、地域
社会の持続的な発展や価値の創出に資する資質・能力を育成

…地元の市町村、高等教育機関、企業・経済団体等との連携・協働によ
り、フィールドワークや事例研究、社会人講座などを実施

【その他特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科】 …上記２学科を参照しつつ育成を目指す資質・能力を設定し、関係機関との連携・協働した教育を実施
(2) 専門学科改革
 産業界を核として地域の産官学が一体となって、将来の地域産業界・高等学校段階での人材育成の在り方を検討し、それに基づく教育課程を開発・実践
 産業教育施設・設備の計画的な整備、これを支える財政的措置の充実、地元企業の施設の活用等の工夫による最先端の施設・設備に触れる機会を創出

(3) 新しい時代に求められる総合学科の在り方
 多様な科目開設を実現するために、ICTも活用して他校の科目を履修して単位認定する仕組みの活用や、外部人材の活用を推進

第３章 高校生の学習意欲を喚起し、可能性及び能力を最大限に伸長するための各高等学校の特色化・魅力化に向けた方策

(3) 多様な生徒にきめ細かく対応するための指導体制の充実
 養護教諭、SC・SSW等の専門スタッフの充実や関係機関等との連携

促進を図るとともに、きめ細かく指導・支援を実現するための教諭等の
人数を明確化

(4) 主体的な学校運営改善の徹底
 法令に基づく学校評価の実施・公表の徹底とともに、「自己点検チェッ

クシート」(仮称)に基づく自己点検の実施・公表
 教員・生徒・教育課程・施設設備等に関する学校の基本情報の開示

を義務付け。ICTを基盤とした先端技術の効果的な活用に向けた実
証研究を実施
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○ 「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して（答申）」（令和３年１月26日 中央教育審議会）及び「新しい時代の
高等学校教育の在り方ワーキンググループ（審議まとめ）」（令和２年11月13日 同ワーキンググループ）等を踏まえて、学
校教育法施行規則、高等学校設置基準、高等学校通信教育規程等の一部改正等を行った。

１ 各高等学校の特色化・魅力化 【学校教育法施行規則・高等学校設置基準の一部改正、通知事項】
◆ 各高等学校に期待される社会的役割等の再定義
・ 高等学校の設置者は、高等学校が下記の「三つの方針」を策定する前提として、各高等学校やその立地する市区町村等と連携としつつ、各高
等学校に期待される社会的役割等（いわゆるスクール・ミッション）を再定義することが望まれる。

◆高等学校における「三つの方針」の策定・公表
・ 高等学校は、当該学校、全日・定時・通信制の課程又は学科ごとに以下の方針（いわゆるスクール・ポリシー）を定め、公表するものとする。

(a)高等学校学習指導要領に定めるところにより育成を目指す資質・能力に関する方針
(b)教育課程の編成及び実施に関する方針
(c)入学者の受け入れに関する方針

◆高等学校と関係機関等との連携協力体制の整備
・ 高等学校は、当該学校における教育活動その他の学校運営を行うに当たり、関係機関等との連携協力体制の整備に努めることとする。

２ 普通科改革（高等学校における「普通教育を主とする学科」の弾力化）
【高等学校設置基準・高等学校学習指導要領の一部改正】

・ 普通教育を主とする学科として、普通科以外の学科を設置可能とする。
・ 普通科以外の普通教育を主とする学科においては、各学科の特色等に応じた学校設定教科・科目を設け、２単位以上を全ての生徒に履修させ

るなどして教育課程を編成することとする。
・ 普通教育を主とする学科のうち、学際領域に関する学科及び地域社会に関する学科については以下のとおりとする。

(a) 学際領域に関する学科については大学等との連携協力体制を整備するものとする。
(b) 地域社会に関する学科については地域の行政機関等との連携協力体制を整備するものとする。
(c) 上記２学科は、関係機関等との連絡調整を行う職員の配置その他の措置を講じるよう努めるものとする。

（※）令和４年４月１日から施行

（※）令和４年４月１日から施行（令和６年度末まで経過措置）

（※）令和４年４月１日から施行

新しい時代の高等学校教育の実現に向けた制度改正等について（概要）
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 各高校の存在意義
 期待される社会的役割
 目指すべき高等学校像

 生徒の状況・意向・期待
 学校の歴史・伝統

■背景
 各高校の在り方を検討する上で、各高校が育成を目指す資質・能力を明確化することが重要
 しかし、学校教育目標等が抽象的で分かりにくい、校内外への共有・浸透が不十分といった指摘

社会的役割（スクール・ミッション）の再定義

 現在の社会・地域の実情
 将来の社会像・地域像

高等学校の設置者が各学校や地元自治体等の関係者と
連携しながら再定義（施行通知で記載）

生徒

地域住民

教職員

中学生

高等学校の役割・理念を
分かりやすく提示

地元市町村 地元産業界

 中学校における進路指導の充実や中学生の学校選択、高校生の科目選択にも資するものとして期待

高等学校に期待される社会的役割の再定義
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 高等学校教育の入口から出口までの教育活動を一貫した体系的なものへと再構成
 各高等学校教育の継続性を担保

特色・魅力ある教育の実現に向けた整合性のある指針として「三つの方針」を策定・公表

 各高等学校における育成を目指す資質・能力を明確化・具体化
 カリキュラム・マネジメントを通じて、学校全体の教育活動の組織的・計画的な改善へと結実
 スクール・ポリシーを基準にして、高等学校の教育活動や業務内容を精選・重点化
 学校評価において、スクール・ポリシーに照らして自らの取組を点検・評価

三つの方針の内容
 生徒や入学希望者の学習意欲を喚起し、学校生活や将来に対する展望を持ちやすい表現・内容
 日常的に参照可能なよう、総花的なものとせず真に重点的に取り組む内容を示す指針
 スクール・ポリシーについても日々の教育活動の検証等を通じた見直し

第百三条の二 高等学校は、当該高等学校、全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制
の課程又は学科ごとに、次に掲げる方針を定め、公表するものとする。
一 高等学校学習指導要領に定めるところにより育成を目指す資質・能力に関する方針
二 教育課程の編成及び実施に関する方針
三 入学者の受入れに関する方針

「三つの方針」（スクール・ポリシー）の策定・公表（学校教育法施行規則の改正）

高等学校における「三つの方針」の策定・公表
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○ 普通科には高校生の約７割が在籍する一方で、生徒の能力・適性や興味・関心等を踏まえた学びの実現に課題がある
との指摘もなされており、「普通」の名称から一斉的・画一的な学びの印象を持たれやすいところ、普通科においても、生徒や
地域の実情に応じた特色・魅力ある教育を実現する。

○ 普通科において特色・魅力ある教育を行うにあたって、従来の文系・理系の類型分けを普遍的なものとして位置付けるのでは
なく、総合的な探究の時間を軸として、生徒が社会の持続的発展に寄与するために必要な資質・能力を育成するための
多様な分野の学びに接することができるようにする。

「普通教育を主とする学科」

普通科

高等学校設置基準
の改正

「普通教育を主とする学科」

学際領域学科 地域社会学科普通科 その他普通科

令和４年度より設置が可能

※学際領域学科：学際領域に関する学科、地域社会学科：地域社会に関する学科
 その他普通科：その他特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科

学際領域学科
現代的な諸課題のうち、SDGsの実現やSociety5.0の到来に伴う諸課題に対応するために、学際的・複合的な学問分野や新たな学問領域
に即した最先端の特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科

地域社会学科
現代的な諸課題のうち、高等学校が立地する地元自治体を中心とする地域社会が抱える諸課題に対応し、地域や社会の将来を担う人材の
育成を図るために、現在及び将来の地域社会が有する課題や魅力に着目した実践的な特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科

その他普通科
その他普通教育として求められる教育内容であって当該高等学校のスクール・ミッションに基づく特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科

「普通教育を主とする学科」の弾力化－普通科改革の意義・概要
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（１）各学科の特色等に応じた学校設定教科・科目を設け、当該学校設定教科・科目（２単位以上）及び総合的な探究の
時間を合計６単位以上、全ての生徒に対し、原則として各年次にわたって、履修させること

（２）学校設定教科・科目と総合的な探究の時間について、相互の関連を図り、系統的、発展的な指導を行うことに特に意を
用いること

（３）学際領域学科においては、大学等の連携協力体制を整備すること
（４）地域社会学科においては、地域の行政機関等との連携協力体制を整備すること
（５）学際領域学科及び地域社会学科においては、関係機関等との連携を行う職員の配置その他の措置を講じるよう努めること

地元市町村

小中学校 高等教育機関

社会教育機関ＮＰＯ法人

企業・経済団体
コーディネーター

社会科学
研究

社会科学的な考え方を用いて現在の経済活動を読み
解き、現代社会の特質や課題について認識を深め、社
会課題の解決策を提案

クリティカル
シンキング

文脈の中で抽象語を理解し、複数の立場から論じられて
いる文章の読解等を通して、多面的・総合的に考える能
力や自分の考えを適切に表現する能力を育成

グローバル
探究

データに基づく論理的思考や調査手法等の研究手法を
学ぶとともに、グローバルな社会課題についてSDGsの達
成に向けた研究活動を実施

地域学

フィールドワーク等を通して、地域の現状・歴史を知り、地
域の課題やニーズを把握。収集した情報を整理・活用し、
課題を明確化し、行政・地域・福祉施設等との協議を通
して、具体的な解決策を提案。こうした学習の課程にお
いてコミュニケーション能力や交渉力を育成

連携協力体制

国内外の高等教育機関

国際機関 国の機関

研究機関ＮＰＯ法人

企業
コーディネーター

＜学際領域学科の例＞

新たな学科において考えられる学校設定科目の例

＜地域社会学科の例＞

「普通教育を主とする学科」の弾力化－新学科の要件
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コーディネーターを配置することによって、「学校と地域の関係性が深まる」「学校と地域が連携・協働した教育活動の
継続性につながる」「各地域の特色を活かした教育活動が見られるようになる」といった成果や効果が見られる。

学校・教育委員会 地域・企業・関係団体等
（例）
✔カリキュラム（授業）や
生徒会活動、学校行事
等における地域連携の
調整、企画、教材作成、
実施体制構築等
✔年間指導計画の策定
支援

（例）
✔地域人材の発掘や育成、
教育資源の収集・分析等
✔生徒募集、広報活動、海
外留学等の調整
✔学校外の学習環境整備
✔卒業生と学校や地域をつ
なぐ機会の設計・運営等

地域等における
コーディネート機能

学校等における
コーディネート機能

地域の特色を活かした教
育活動が充実し、学校と
地域が連携・協働した教
育活動の継続性につなが
る

地域活性化や地域貢献活動
などの地域活動に関わる生徒
が増え、生徒の学校外での活
動に対しても評価がなされるよ
うになる

教員が授業準備や生徒指
導などにより力を注ぐことが
できるなど負担軽減につな
がる

コーディネーター配置後に
期待される成果例

コーディネーター

コーディネーター業務の概要
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✔ 必要なコーディネート機能は、役割のレベルによって大きく３つに分類され、特にプレーヤークラス及びマネージャークラスのコーディネー
ターには、カリキュラム開発に係る専門性の高い知識と、地域人材の発掘、育成、教育資源の収集・整理等のために地域内外との継
続的な連携が求められる。

サポーター

プレーヤー

地域等における
コーディネート業務例
✔地域との交流にかかる
情報提供
✔地域プロジェクトへの
ボランティア参加等

マネージャー

学校等における
コーディネート業務例
✔探究活動をはじめとした
授業支援
✔学校行事における地域
連携企画等の企画や実
施、支援等

学校等における
コーディネート業務例

✔探究学習等の企画、
指導案づくり、教材作成
✔ファシリテーション等の
運営補助
✔フィールドワーク等の企画・
調整等

地域等における
コーディネート業務例
✔生徒のボランティアや
公民館事業への参加調整
✔生徒募集、広報活動、
海外留学等の支援、
調整等

学校等における
コーディネート業務例

✔学校や地域の特色を
活かした学校全体の
カリキュラムの策定支援
及び実施体制構築
✔年間指導計画の
策定支援、評価方法の設
計等

地域等における
コーディネート業務例
✔社会教育及び民間企業
等との調整協議
✔スタッフの採用
✔地域資源や課題の
把握、分析
✔地域人材の育成
✔人材バンクの構築等

課題を設定し解決の枠組みを
整え、全体を統括する

設定された課題に対して、
計画を立案・実行・改善する

現場に寄り添いながら、
計画の実現を支援する

コーディネーター業務の概要
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上記予算事業等を通じて探究・STEAM教育の抜本強化を図り、質の高い「新時代に対応した高等学校改革」を強力に推進する

中央教育審議会答申等を踏まえ、従来の文系・理
系の類型にとらわれない教科等横断的な学びに取り
組むこと等を目的とした「普通科改革」として、令和４
年度より、学際領域学科や地域社会学科といった新
しい学科の設置が可能となった。本事業において、新
学科の設置を検討している学校に対し、地域や産業
界、大学等との協働を実現するためのコーディネーター
配置等の支援を実施する。

（WWL）国内外の大学・企業等との連携により、グローバ
ルな社会課題の解決に向けた探究的な学びを実現する
カリキュラムや大学教育の先取り履修に係る学習プログラ
ム等を開発し、文理横断型のリベラルアーツ教育等を推
進する。

（SSH）大学等との連携により、先進的な理数系教育を
通じて将来国際的に活躍しうる科学技術人材を育成
する。

文理横断型のリベラルアーツ教育等を推進
WWL(ﾜｰﾙﾄﾞ・ﾜｲﾄﾞ・ﾗｰﾆﾝｸﾞ)ｺﾝｿｰｼｱﾑ構築支援事業

令和５年度予算額 2.1億円（前年度2.3億円）

大学等と連携した先進的な理数系教育
スーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業

令和５年度予算額 23.7億円（前年度22.8億円）

普通科改革や教科等横断的な学びの推進

新時代に対応した高等学校改革推進事業
令和５年度予算額 2.5億円

（前年度2.1億円）

企業・経済団体等との連携・協働、職業教育の
充実

マイスター・ハイスクール
令和５年度予算額 2.5億円

（前年度2.5億円）

第４次産業革命の進展、DX,６次産業化等、産業
構造・仕事の内容は急速かつ絶えず革新しており、地
域産業の人材育成の核となる専門高校においては、
そのような変化に対応できる職業人材の育成が求めら
れている。そこで、企業等から、学校の管理職や産業
実務家教員となる人材を採用し、成長産業化に向け
た革新を図る産業界と専門高校が一体となって、地域
産業の持続的な成長を牽引する最先端の職業人材
の育成を行う。

 STEAMの各分野が複雑に関係する現代社会に生きる市民、新たな価値を創造し社会の創り手となる人材として必要な資質・能力の育成が必要。
高等学校においては、学習指導要領に新たに位置付けられた「総合的な探究の時間」や「理数探究」において、

・実生活、実社会における複雑な文脈の中に存在する事象等を対象として教科等横断的な課題を設定する点
・課題の解決に際して、各教科等で学んだことを統合的に働かせながら、探究のプロセスを展開する点
など、STEAM教育と多くの共通点があり、各高等学校において、これらの科目等を中心として探究・STEAM教育に取り組むことが期待される。

実社会での問題発見・解決に生かしていく視点から自らテーマを設定し、学習を進めるためには、生徒が地域や産業界、大学などと多様な接点を持
ち、社会的な課題や現在行われている取組などについて学ぶことが必要である。生徒が多様な機会を得ることができるよう、社会全体で取組を進める
ことが求められる。

探究・STEAM教育は、産業界等と連携し、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていく高度な内容となるものであることから、
高等学校において重点的に取り組むべきものである。

これまでの文系・理系といった枠にとらわれない教科等横断的な視点からの学びや、
地域、産業界、高等教育機関、行政機関等と連携した『社会に開かれた教育課程』の実現が必要

高等学校段階における探究・STEAM教育の抜本強化
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令和５年度予算額  2億円
（前年度予算額          2億円）  

国公私立の高等学校及び中高一貫教育校

○カリキュラム開発：１３拠点（継続１１＋新規２）
新規校 ８４０万円程度／拠点・年、原則３年

○個別最適な学習環境の構築：７拠点（継続５＋新規２）
新規校 ６６０万円程度／拠点・年、原則３年

箇所数
単価
期間

管理機関（都道府県・市町村教育委員会、
 国公立大学法人、学校法人） 等委託先

○カリキュラム開発に必要な経費
（海外研修旅費、謝金、借損料、国際会議経費等）

○個別最適な学習環境の構築に必要な経費
（連携交渉旅費、謝金、ウェブサイト構築経費、委員会経費等）

委託
対象経費

WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業
Society5.0をリードする人材育成に向けたリーディング・プロジェクト

事業概要

Society5.0をリードし、 SDGsの達成を牽引するイノベーティブなグローバル人材育成のリーディン
グ・プロジェクトとして、国内外の大学等との連携により文理横断的な知を結集し、社会課題の解決
に向けた探究的な学びを通じた高校教育改革や大学の学びの先取り履修等を通じた高大接続改革
を推進する。

 高等学校等と国内外の大学、企業、国際機関等とが協働し、高
校生が主体となり、海外をフィールドにグローバルな社会課題の
解決に向けた探究的な学びを実現するカリキュラムを開発。

 これまで訪問できなかった国の高校生や大学生等とのオンライン海
外フィールドワークなど､世界規模で生じた豊かなオンライン環境
を駆使したカリキュラム開発。

 大学等と連携した大学教育の先取り履修（カリキュラム開発）に
より、高度かつ多様な科目等の学習プログラム／コースを開発。

 学習を希望する高校生へ高度な学びを提供するため、拠点校間
及び関係機関との連携の上、個別最適な学習環境を構築。

 イノベーティブなグローバル人材育成に関心のある高校がグローバル
な課題探究成果を共有するためのミニフォーラムの開催。

高校や国の枠を超えて、高校生に高度な学びを提供するAL（アドバンス
ト・ラーニング）ネットワークを形成した拠点校を全国に５０校程度配置し、
ＷＷL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築へとつなげる。

AL（アドバンスト・ラーニング）
ネットワーク イメージ図

海外フィールドワークや国際会議の
開催等により、プロジェクトが効果
的に機能するよう国内外の連携機
関とのネットワークを形成

高等学校と連携機関をつ
なぎ、カリキュラムを研究開
発する人材（カリキュラム・
アドバイザー）等の配置

管理機関

A高校
連携校

A海外
連携校

B海外
連携校

C高校
連携校

B高校
連携校

国内
大学

海外
大学

国際
機関

NGO
等

企業

ALネットワーク

WWLコンソーシアム

管理機関

高等学校

カリキュラム開
発拠点校

対象
校種
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WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業の取組事例（事業拠点校 広島県立広島国泰寺高等学校 公立）

構想：広島から世界へ！ 平和に貢献するグローバル人材の育成
テーマ

特徴

グローバルな視野と強い使命感をもち，持続可能な社会の構築や国際社会の平和と発展に貢献する人材平和－Peace－ 人材
像

①新たな教科・科目の開発：新たな教科「ＨＥＩＷＡ」・科目「グローバル平和探究」を開発。
✔問題の理解や解決に様々なアプローチができるテーマについて，理解を深め，実際の探究を通して多面的に探究する手法や多様な表現方法を学ぶ。

「外国語」「地理、政治・経済」「情報、数学（統計）、理科（生物）」の融合科目

②海外研修等：3ステップの海外研修を実施。

③先取り履修：広島大学、県立広島大学の科目を履修する講座（「先取り履修」）を設置。
④高度な学び：「Stanford e-Hiroshima」の開講。
⑤国際会議等：「平和」をテーマとした高校生国際会議の開催。

探究活動の様子
高度な学びを実現する
「アドバンストネットワーク（ALネットワーク）」関係図と類型
✔ネットワークの構築・運営を、教育委員会が主導。 →教育委員会主導型

（出典）「2019年度スーパーグローバルハイスクール・WWLコンソーシアム構築支援事業・地域との協働による高等学校教育改革推進事業（グローカル型）合同連絡協議会」（2019年6月28日）発表資料等より文部科学省作成

✔フィリピンやアメリカにて現地の姉妹校の高校生や海外大学で探究活動を実施。

「ステップ１：意識・価値観の揺さぶり」「ステップ2：海外大学で学ぶ」「ステップ3：自らの課題を探究、学びを深め、社会に貢献」

✔スタンフォード大学遠隔講座「Stanford e-Japan」のテーマを広島県版として
改訂し、クロスカルチャーカリキュラムとして提供。

→広島県「国際平和拠点ひろしま構想」とともに、先導する人材を育成するための様々な関係機関とのコンソーシアム構築を目指す。

④の様子：スタンフォード大学遠隔講義 ①の様子：探究活動の様子
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スーパーサイエンスハイスクール（SSH）支援事業

事業規模
令和5年度指定校数：250校程度

（うち新規：82校程度
（うち認定枠５校））

 指定期間：原則5年
 支援額：7.5～12百万円/年

（ただし5期目は、6百万円/年）
取組
高大・企業連携による興味関心の喚起、
 フィールドワーク等による課題研究
海外の高校・大学等との連携による国際的
に活躍する意欲・能力の育成、社会貢献
探究・STEAM教育を推進するための
 コーディネーターを配置 等

 先進的な理数系教育を実施している高等学校等を「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）」に指定し支援
→  将来のイノベーションの創出を担う科学技術人材を育成

 学習指導要領の枠を超えた教育課程の編成が可能
  → 高等学校等の理数系の教育課程の改善に資する実証的資料に

事業の目的・目標 事業開始：平成14年度

これまでの成果

重点枠
SSH指定校の中で、さらに、以下の取組を

行う学校を重点枠として追加支援。

 指定期間：最長5年
 支援額：年間3～30百万円
重点枠数：12校（うち認定枠1校）

＋2コンソーシアム
（うち新規：5校（うち認定枠1校）

＋1コンソーシアム）

地球規模の
社会共創

広域連携

海外連携

高大接続

事業スキーム

文科省 高
等
学
校
等

各種経費支援

運営費
交付金

学
校
の
指
定

評

価

指
導
助
言

管
理
機
関

（
（
教
育
委
員
会
等
）

指
導
助
言
等

地域の他の高校
近隣の小中学校

大 学
研 究 機 関
民間企業等

連携 成果の普及
支援協力

  科学技術への興味・関心や姿
勢の向上、進路選択への影響

  学習指導要領改訂  科学技術コンテスト等における活躍

 SSH卒業生の国内外での活躍
科目「理数探究基礎」「理数探究」を

新設 （共通教科「理数」）
国際科学オリンピック国内大会参加者の約３分の

１
 ISEF（課題研究型国際コンテスト）の約５割

令和5年度予算額 2,375百万円
(前年度予算額  2,276百万円)

※運営費交付金中の推計額
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スーパーサイエンスハイスクール（SSH）の取組事例（令和４年度）

【概要】
SSH 指定校では、各学校で作成した計画に基づき、独自のカリキュラムによる授業の展開や、大学

・研究機関との連携による授業、地域の特色を活かした課題研究などに積極的に取り組み、普段
の高校生活では出会えない人との出会い、交流、研修による体験、発表等を行っています。
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新時代に対応した高等学校改革推進事業

国公私立の高等学校対象
校種

①35校（継続校分を含む）5,600千円／１校
②８校（継続校分を含む）6,000千円／１校
③１団体 20,000千円／１団体

箇所数
単価

補助率

①②学校設置者 ③民間団体等委託先

①新学科の設置に必要な経費
②新たな教育方法を用いた学びに必要な経費
③プラットフォームの構築や成果検証に必要な経費

委託
対象経費

令和３年１月の中央教育審議会答申において提言された普通教育を主とする学科の弾力化（普通科改革）や教科等横断的な
学習の推進による資質・能力の育成を推進し、探究・STEAM教育、特色・魅力ある文理融合的な学び、今後の社会に望まれるデジ
タル人材育成等を実現するため、令和４年度から設置が可能となった新しい普通科の設置を予定している学校の取組を推進するととも
に、遠隔・オンライン教育等を活用した新たな教育方法を用いたカリキュラム開発等のモデル事業を実施する。加えて、新学科における学
びや教科等横断的な学びを実現するためには、地域、大学、国際機関等との連携協力、調整が必要であり、その役割を担う「コーディ
ネーター」について、その育成や活用を支援するための全国プラットフォームを構築する。

①普通科改革支援事業 ②創造的教育方法実践プログラム
令和４年度より設置が可能となった新し
い普通科を設置する予定の高等学校等
に対し、関係機関等との連携協力体制
の整備や、コーディネーターの配置などの
支援を行い、新学科設置の取組を推進
することで、探究・STEAM教育や特色・
魅力ある文理融合的な学びを実現する。

教科等横断的な学びの実現による資質・能力の
育成、デジタル人材育成を目指し、遠隔・オンライ
ン教育（質の高い通信教育を含む。）を活用し
た新たな方法による学びを実現する。(1)Society
5.0の実現に向けた最先端の技術を活用した学
び、 (2)自らの興味関心に応じた探究的な学びに
着目し、同一設置者の学校間のみでなく、他地
域における大学や研究機関、国際機関等の関係
機関からの同時双方向型の授業を取り入れたカリ
キュラム開発を行い、新しい時代の学びを創造す
る。

普通科

学際領域に関する学科

地域社会に関する学科

その他
（デジタル人材育成を

目指す学科等）

普
通
科

③高校コーディネーター
全国プラットフォーム構築事業
（PDCAサイクルの構築）

事業内容

高校と地域、関係団体等とをつなぐコーディネー
ターの全国的なプラットフォームを構築する。プラット
フォームにおいては、コーディネーター人材やコーディ
ネーターを受け入れる学校に対する研修を行うとと
もに、コーディネーター間の情報共有を促す場を創
出することで、コーディネーターが持続的効果的に
活躍できるようにするとともに、成果指標の検証に
よる高等学校改革のPDCAサイクルの構築を図る。

 令和5年度予算額 3億円
（前年度予算額 2億円）
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地域や社会の未来を担うリーダーの育成を図るために、高等学校が立地する地元自治体を中心とする地域社会から得られる様々な分野の知見を
学ぶことにより教養を深め、現在及び未来の地域社会が有する課題や魅力に着目した科学的・実践的な学びに重点的に取り組む学科を導入
＜現状＞普通科２学級、商業科１学級 → ＜改編後＞地域科学科２学級、商業科１学級

＜従来の普通科との違い＞
・普通教育に基盤を置きながら、地域社会の諸課題に積極的に関わり、「課題発見力」「論理的思考力」
「コミュニケーション力」などの資質・能力を育成するための「科学的な学び」「実践的な学び」に重点を置く

・総合的な探究の時間及び学校設定教科・科目において、社会的課題や地域が有する魅力と自分との関
わりについて領域横断的に学習

長崎県立松浦高等学校の事例（地域社会に関する学科の設置）

新学科の概要

地域科学科（新学科）におけるカリキュラムイメージ

地域を科学し、未来を拓く教養を身に付けるプログラム
キャリアプランニングに応じた普通教科科目の学びと地域課題解決型学習（まつナビ・プロジェクト）
により、社会の変化に対応できる「課題解決能力」と「ふるさとを大切にする姿勢」を身につけさせる
ことで、キャリア形成（希望進路実現）を図る

地域との連携体制
高校生と課題解決のマッチングを効果的に行うためのコンソーシアムを構築
・地域との協働による活動を学校の教育活動に明確化
・専門人材の配置等、校内体制の構築
・学校と地域をつなぐコーディネーターを指定
・将来の地域ビジョン・求める人材像を共有し、地域協働に資する学習
カリキュラムを開発 等

松浦高等学校

松浦市役所長崎県教委

同窓会・PTA

松浦市議会

松浦市教委

長崎大学・長崎県立大学

地元企業

松浦市商工会議所
松浦市

小中学校校長会

【コンソーシアム】

※長崎県教育委員会等資料を基に文部科学省において作成

令和２年度
課題研究
『農業って   
いいね!!』

総合的な探究の時間

キャリアプランニング  

普通教科科目

キャリアプランに応じた学び   

学校設定科目

まつナビ・プロジェクト

科学的な学び

実践的な学び
学校の特色等に応じた学校設定科目「まつナビ・プロジェクト」
・第１学年（プレまつナビ）：基礎的知識・技能等の習得、課題研究テーマの設定
・第２学年（まつナビ）：校内外で課題研究の計画的実施，解決策等を提言
・第３学年（ポストまつナビ）：個人研究と、地元小中学生に研究成果を報告

（研究テーマ例：「空き家を利用して便利で賑やかな町にしよう」、
   「タータン×松浦の魅力」、「農業っていいね!!」）
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マイスター・ハイスクール（次世代地域産業人材育成刷新事業） 

■ 第４次産業革命の進展、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）、六次産業化等、産業構造・仕事の内容は急速かつ絶えず革新。
■ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中、DX,IoTの進展の加速度がさらに高まり、革新の流れは一層急激に。
■ こうした中、地域産業の人材育成の核となる専門高校の社会的要請として、産業構造・仕事の内容の絶え間ない変化に即応した職業人材育成が求められる。

産業界等と一体となった専門高校改革を推進するとともに、地域産業の持続的な成長を牽引する最先端の職業人材を育成

 「マイスター・ハイスクール」を指定し、産業界他関係者一体となったカリキュラム刷新・
実践（コース、学科改編等）

 マイスター・ハイスクールＣＥＯを企業等から採用し学校の管理職としてマネジメント
 企業等の技術者・研究者等を教員として採用
 企業等での授業・実習を多数実施、企業等の施設・設備の共同利用
 専攻科設置や高専化、大学連携等の一貫教育課程導入等の抜本的な改革 等

 令和5年度予算額 3億円

（前年度予算額 3億円）

背景・課題

事業内容

●デジタル田園都市国家構想基本方針（令和４年６月７日閣議決定）より抜粋
（中略）専門高校（農業高校、工業高校、商業高校等）において、地方公共団体や産業界等と連携・協働した実践的な職業教育を推進することで、地域経済の活性化を担う
人材養成に果たす役割を強化する。

 「マイスター・ハイスクール」におけるカリキュラム開発等の取組につい
て、第３者機関が指導助言や成果の検証、PDCAサイクル構築、
事業指定終了後の自走に向けた支援を行う

相談

様々な分野の専門家
教育界・産業界双方の経験・
知見を持つ橋渡し役

課題に応じて
相談

助言

●専門学科デジタルコンテンツの充実 ●専門高校の取組発信による魅力向上

民間事業者
伴走者 アドバイ

ザーマイスター・ハイスクールＣＥＯ

産業界・地方自治体・学校設置者（管理機関）

専門高校
産業実務家教員

産業界

事業指定終了後の自走に向けた支援

【件数：１箇所】 【委託先：民間事業者】

助言
情報提供

成果検証等

【件数：17箇所 (継続15箇所含む)】 【委託先：学校設置者、地方公共団体、民間事業者等】

●研究開発校（マイスター・ハイスクール）指定 ●マイスター・ハイスクールにおけるPDCAサイクル構築
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令和４年度 マイスター・ハイスクール事業

「山梨ワイン発展のための協働と若手技術者の育成」（概要）

管理機関名（山梨県教育委員会/甲斐市商工会/甲斐市）、学校名 山梨県立農林高等学校

◎ ワイン醸造学習を核に、ワイン県やまなしの地域資源を活用した地域活性化と新たな価値を創造する人材育成を目指す。
◎ 「農業×ICT」により農業の更なる可能性を学ぶとともに、「栽培×加工×販売」までの通貫した学習により農業の６次産業化を肌で学ぶ。
◎ マイスターハイスクールCEOに現役ワイナリー役員を招聘。大学・産業界・行政が強力に連携し新たな教育実践を実現。

【山梨県立農林高等学校】
○ 食品科学科を中心に、園芸系・環境系学

科を含めた学科横断による学校全体で事
業を展開

【主なポイント】
○ ICTを導入したスマートワイン農業によ

る釜無川ヴィンヤード（ブドウ畑）管理
→ ドローンの活用（農薬散布等)
→ 気象データ管理と栽培技術の確立
→ データ利活用による工程管理
→ ワインの風味を左右する成分分析 等
○「学校独自ワイン認定制度」など６次産
業化の視点による地域人材の育成

○ 産業実務家教員などによる授業を展開し、
２年目以降は新たな学校設定科目を導入

○ 外部機関と連携、県内SSH校とも連携

【マイスター・ハイスクールＣＥＯ】
○ 現役ワイナリー役員を配置

→業界との連携、総合的な教育コー
ディネイト

【産業実務家教員】
○ ワイン会社所属の専門家で、教員
免許有資格者を配置→実践的な実習

【その他参画予定の関係者（一部）】
○ 山梨県甲斐市商工会長
○ 山梨県ワイン酒造組合副会長（サ

ントリー登美の丘ワイナリー長）
○ 国立大学法人 山梨大学 生命環境学

域長 兼 ワイン科学研究センター
○ 山梨県産業技術センター ワイン技

術部長
など、多数の山梨ワイン関係者が参画

【１年目】令和３年度
○醸造用ブドウ栽培に関する学習(視察含む)
○圃場モニタリング機器の導入
○気象データ蓄積と栽培方法検討
○   ワイン製造コースと新学校設定科目の検討         など
【２年目】
○ ワイン醸造に関する学習（視察含む）
○ 大学と連携した成分分析実習
○ 企業技術者・産業技術センター研究者に

よる授業及び技術研修
○新学校設定科目の実施 など
【３年目】
○マーケティングと商品デザインにかかる学習
○販売促進・校内販売にかかる学習
○知的財産権（特許・実用新案・意匠等）
○人材育成システムの検証と改善 など

概 要 構成員 事業計画

ワインを中心的な題材とし、醸造用ブドウ栽培についてはIoTなど先端技術を活用し農業にDXをもたらす次代
の人材を県果樹試験場とともに育成する。ワイン製造については、「学校独自ワイン認定制度」を確立し、食品産業分野で活躍できる人材を
山梨大学、県産業技術センターとの共同研究や実験により育成する。販売についてはワインツーリズム等に取り組み消費者の視点から製品の
提案ができる人材を県ワイン酒造組合や甲斐市、甲斐市商工会とともに育成する。

ﾏｲｽﾀｰ･ﾊｲｽｸｰﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ
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（委員）保護者代表・地域住民
地域学校協働活動推進員 な

ど

学校運営協議会
学校運営や学校運営に必要な支援に関する協議を行う

※ 学校運営の責任者として教育活動等を実施する
権限と責任は校長が有する

地域学校協働活動推進員
  高校（学校運営協議会）と 地域社会や地元小中学校、
  企業、大学等の関係機関をつなぐコーディネーターの役割

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を設置した学校）

 校長が作成する学校運営の基本方針を承認
 学校運営について、教育委員会又は校長に意見
 教職員の任用に関して、教育委員会に意見

学校運営の
基本方針

スクール・ポリシー など

学校運営・
教育活動

説明

説明

承認

意見

校長等

地元
小・中学校

大学等

企業・
産業界

地元
自治会

保護者

地域社会と学校が連携・協働して行う
学校内外における活動

都
道
府
県
教
育
委
員
会

意見

教職員の任用

任命

委嘱

学校運営

地域学校協働活動推進員

（委員）10～15人程度
・地域住民、保護者
・大学関係者（教授等）
・企業、商工会等
・地元小・中学校長  など

地域学校協働活動推進員

情報共有

学校運営協議会を運営する
に当たっての「地域」の捉え方
は、学区や市町などの行政区
域で地域を限定するのではな
く、
高校の教育方針や教育活動
の範囲に応じて柔軟に考える
ことが必要

情報共有

高等学校における
「地域」の捉え方

地域社会

小・中学校

大学等

企業

子ども会 民生委員
児童委員

高等学校におけるコミュニティ・スクール（学校運営協議会と地域社会との連携・協働）

商工会
PTA
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②各学校の目標や実情等に応じた連携・協働

国内外の社会課題の発見・
解決に向けて対応できるリー
ダーの育成

・ 国内外の高等教育機関
・ 国内外の企業  等

（例１）

最先端の実践的な職業教
育を主とする専門的な能力
の育成
・ 企業
・ 地元経済団体
・ 都道府県・市町村行政
・ 高等教育機関 等

持続可能な地域を支える
ために必要となる力の育成

・ 地方公共団体
・ 産業界
・ 高等教育機関
・ NPO法人 等

①組織的・効果的な学校運営協議会の設置

学校運営協議会
対話
・
共有

学校運営協議会委員の選定

学校教育目標を実現するために、どのような
「人」に関わってもらうのがよいかという視点を
もつことが重要

例）保護者、大学教授、地元企業代表、商
工会会員、地元自治会、県や市役所等の職
員、同窓会、近隣高校校長、地元小・中学
校長

学校運営協議会を運営するに当たっての「地域」の捉え方は、学区や
市町などの行政区域で地域を限定するのではなく、高校の教育方針や
教育活動の範囲に応じて柔軟に考えることが必要

（例２） （例３）
大学等

企業

地域社会 小・中学校

高等学校におけるコミュニティ・スクール（学校運営協議会、関係機関との連携・協働）

各学校の目標や実情等に応じた地域社会との連携・協働により、「社会に開かれた教育課程」を実現する観点から、
SSHやマイスター・ハイスクールの取組の充実を図る上でもコミュニティ・スクールの仕組みを活用することが効果的

スーパーサイエンスハイスクール
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17 
53 
197 
341 
475 
629 
789 

1,183 
1,570 

1,919 
2,389 

2,806 
3,600 

5,432 
7,601 

9,788 
11,856 

15,221 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

H17.4.1

H19.4.1

H21.4.1

H23.4.1

H25.4.1

H27.4.1

H29.4.1

R1.5.1

R3.5.1

全国のコミュニティ・スクールの数
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0 
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5 
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4 

7,05
1 
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1 

0

2,000
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10,000
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小学校
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325 

0

100

200

300

400

H29H30 R1 R2 R3 R4

幼稚園

1,07
4 

1,49
2 

2,10
0 

2,72
1 

3,33
9 

4,28
7 

0

2,000

4,000

6,000

H29H30 R1 R2 R3 R4

中学校

24 
39 

50 

76 
95 
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0

50

100
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義務教育学校

66 

383 
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982 

0

200

400
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高等学校

21 

106 127 

199 

286 

395 

0

100

200

300

400

H29H30 R1 R2 R3 R4

特別支援学校

※沖縄県は地図を拡大しています。

学校運営協議会を設置している学校数：47都道府県内  15,221校 （令和4年5月1日現在）
（幼稚園325、小学校9,121、中学校4,287、義務教育学校111、高等学校975、中等教育学校7、特別支援学校395）

全国の学校のうち、42.9％がコミュニティ・スクールを導入

※母数は令和４年５月1日調査で各教育委員会から報告があった学校数。
※ここでいうコミュニティ・スクールは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第47条の５に規定された学校運営協議会が置かれた学校を指す。

コミュニティ・スクールを導入して
いる学校の割合

【設置率】※
50%以上   ・・・ 
30%以上   ・・・
10%以上   ・・・
10%未満  ・・・
設置なし  ・・・

校種別設置状況

49校増
0.8

ポイント増

2,070校増
11.5
ポイント増

948校増
10.8
ポイント増

16校増
3.8

ポイント増

173校増
5.2

ポイント増

109校増
9.8

ポイント増

※中等教育学校を含む

／35,518

前年度から
3,365校増

（9.6ポイント増）

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入状況 ー学校数ー
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富
山
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石
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福
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山
梨
県

長
野
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岐
阜
県

静
岡
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愛
知
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三
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滋
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京
都
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大
阪
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兵
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奈
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和
歌
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鳥
取
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根
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岡
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山
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愛
媛
県

高
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福
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長
崎
県

熊
本
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大
分
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宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

※ 政令指定都市を除いた数値

学校運営協議会
平均22.9％

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

※ 今回調査で定義しているコミュニティ・スクール及び地域学校協働本部ではない、その他の地域独自で取り組まれている類似の仕組みについては集計の対象外としている。
※ 文部科学省コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査（2022年５月1日現在）による。

高等学校におけるコミュニティ・スクールの導入率（都道府県別・高等学校）
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岡山県立和気閑谷高等学校

学校運営協議会の議題

（１）会長・副会長の選出
（２）学校経営計画について（承認）
（３）予算について（承認）
（４）協議事項

「スクールポリシーの策定について」

（１）委員による授業見学
「一人一台端末活用場面」英語Ⅰ・日本史B

（２）協議事項
「学校経営計画の中間評価について」

重点項目「①学びの質の更なる向上、②地域
との協働体制づくり、③生徒募集活動の充実」

協議事項
（１）「学校関係者評価」
（２）「次年度の学校経営計画

と予算について」
【グループ協議】

普通科 キャリア探求科

小中高接続部会 産学官連携部会 高大接続部会

小中高生の進路、地域課題
解決、学力向上における地域
に根差した接続を実現する。

地域振興の担い手育成に向けた
実践と長期就業体験を軸とした
学校設定科目「地域協働探究」
のカリキュラム開発をする。

本校教育の質の向上と各教
科・科目や「閑谷学」における
探究学習のさらなる充実（高
度化）を目指す。

和気閑谷
高校

岡山県
教育委員会

B高校
A高校

C高校

D高校

県内先進高校との連携・
協力体制を構築

各部会を置き、実効性の
ある運営体制を構築校内体制

地域協働プロジェクト推進委員会を
校務分掌化

連携

県外の大学・商工会議所・商工会・岡山ESD
推進協議会・ASPnet（海外の姉妹校を含
む）・地域魅力化プラットフォーム 等

PTA

同窓会

旧閑谷学校

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）

生徒の代表が学校運営協議会に参加して意見を述べる等の主体的・対話的な取組も行い、生徒が主役となる学校づくりが進んでいる

第１回 第２回 第３回

岡山県県立学校
初のCS設置
令和元年度～

令和元年～３年度事例

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進【事例】高等学校における学校運営協議会の体制について（岡山県立和気閑谷高校）

和気町・教委

赤磐市・教委

備前市・教委

和気商工会

赤磐商工会

備前商工会議所

備前東商工会

県内大学

E高校
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【事例】専門高校におけるCSを活用した産学官の連携（広島県立庄原実業高校）

広島県立庄原実業高校は、学校運営協議会やコンソーシアムの仕組みを活用し、産学官が連携・協働した教育課程の実施などの
  地域と産業界、専門高校が一体となった取組を進めることで、地域の未来創造に貢献できる人材を育成している

◆コミュニティ・スクールの取組をきっかけとして「庄原ひとづくりコンソーシアム」
を結成し、産学官が連携して、地域の持続的な成長を牽引する最先端の
農業人材（スマート農業等の担い手）の育成に向けた取組を進めている

◆ 学校運営協議会での協議をもとに、以下の助言や援助を実施
・ 科目「課題研究」に係る生徒への指導・助言、学習成果発表会での審査
・ 最先端の農業技術習得のための実習に係る講師選定・講師との連携
⇒産学官と連携・協働した最先端の農業教育（スマート農業等）を実現

◆ 現在学んでいる学校・学科に進んだことを大変よかったと思っている生徒の割合
庄原実業高校：83.7％（回答対象高等学校の平均値43.1％）

◆ 地域に関する学習や体験活動を行うことで、地域の良さに気づくことができた生徒の割合
    庄原実業高校：85.4％（回答対象高等学校の平均値78.6％）

取組概要

特徴的な取組

成果・効果

◆ 学校運営協議会の委員と地域の産学官の関係者たちが対話を重ねな
がら活動することで、関係者全員で目標・課題の共有が可能

◆ 産学官との協働研究の成果について生徒たちが委員に発表することで、
学校運営協議会における効果的な改善策の議論につながっている

庄原実業高等学校

学校運営協議会

庄原商工会議所

農業技術大学校

庄原農業協同組合

県立広島大学

庄原市

庄原ひとづくりコンソーシアム

産学官の連携体制
学校運営協議会での協議内容、学校や地域の目標・課題を「庄原
ひとづくりコンソーシアム」と共有することで、産学官が連携・協働した
教育課程を計画的・体系的に実施

工夫・ポイント

系統的な教育カリキュラムの実施

１学年科目
「農業と環境」

地域の課題を知り、
解決策を提案

２学年科目
「農業実践研究」
学校農場や地域の
実習先で実践

３学年科目
「課題研究」

これまでの学習を踏
まえた研究

：学校運営協議会にも参画

庄原市の小・中学校
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【事例】CSによる学校と地域が連携・協働した教育活動の実施（大分県立玖珠美山高校）

大分県立玖珠美山高校では、学校運営協議会の場で学校運営上の成果と課題を共有し、意見交換することで、委員の提案を
取り入れながら、総合的な探究の時間や様々なプロジェクトにおいて、地域と連携・協働した取組を実施

高校が所在している地域からの入学率が高いなど、地域とのつながりを作りやすい環境ではあったものの、地域側から見て、「県立学校は地域の学校」
という意識が低く、連携・協働が進まなかったため、平成27年度からコミュニティ・スクールを導入。地域住民や保護者の声が学校運営に反映される
仕組みが整備されることで、委員からの提案をもとにして、地域に根ざした多様な教育活動や地域の課題解決に向けたプロジェクトを実施

◆ 地域の農業、畜産、林業などの地域資源や地域の小中学校、大学、
商工会など、多様なつながりを生かした教育活動

◆ 地域とのつながりができることにより、生徒が意欲的に地域貢献を行う
    ようになるなど、地域の課題を解決するという主体性が育まれている

（学校）「学校運営協議会は地域社会を学校に引き込み、学校が
              地域社会に出ていくための橋渡しの役割を果たしている」
（生徒）「委員の方の協力のおかげで、校内だけではできなかった
             連携や研究を進められるようになった」

◆ 学校運営協議会にて、学校側の課題を提示し、委員と意見交換を
    することで、教育活動に対して様々なアイデアや協力が得られる
◆ 学校運営協議会の意見をそのまま年度内に実現することも多く、
    地域とともにある学校づくりのサイクルが生まれている

背景・取組概要

工夫・ポイント

特徴的な活動

関係者の声

学校の企画＋地域の意見 学校対応（実現）

地域の評価・意見学校の対応（改善）

地域の総合力で生徒の成長を支え、地域の学校として育て、
地域の活性化につなげる

学校運営協議会を基盤とした地域とともにある学校づくりのサイクル

「玖珠の匠・達人に聞く」
講師として多様な地域人材が参画

「くすまち大麦プロジェクト」
地域資源（玖珠町産大麦）を活用し、
商品開発から販売、PR活動まで行う
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【事例】CSによる生徒の意見や考えを取り入れた学校運営の実施（山口県立山口高校）

 山口県立山口高校では、学校運営協議会に生徒が参画することで、生徒の意見や考えを取り入れた学校運営を実施し、
 大人と生徒が同じ立場で熟議をすることで、生徒の主体性が育まれるだけでなく、委員や教職員の当事者意識も高めている

◆ 山口県では、学校運営にあたり、当事者である生徒自身の意見や考えを取り入れる
ことは重要であると考え、学校運営協議会の場に生徒が参加する取組を推進

（委員）「生徒の様々な意見を聴くことができて大変良かった。生徒の意見を踏まえた
  学校支援を考えていきたい」（生徒の考えを大人が本気で実現する）

◆ 学校運営協議会において、委員と生徒、教職員が互いに意見を交わすことで、参加
者全員の当事者意識が高まるとともに、生徒の主体性が育まれる（主権者教育）

◆ 地域の大人が学校のために真剣に考える姿を目にしたり、大人の考えに触れることで、
生徒が自己の在り方や生き方を考える機会となる

工夫・ポイント

背景・取組概要

関係者の声

生徒が学校運営協議会に参画

学校運営協議会委員

教職員生徒

熟議結果の
共有の様子

グループによる
熟議

協議の活性化当事者意識

協議題  「 『輝く未来の創造に挑む学校』の実現に向けて 」
【グループで出た主な意見】 
・ 「生徒や教職員が、めざす学校像や生徒像についてより理解する必要がある。」
・ 「地域と高校生が関わる機会、行事を増やし、地域に出る実践的な教育活動

の場を作りたい。」
・ 「多様な人との交流の機会が少ないので地域との交流学習や卒業生によるキャリア

トークを行ってはどうか。」

【熟議の例】

委員、教職員、生徒からなるグループにより、熟議形式で意見交換
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熊本県では、熊本地震の経験を踏まえ、災害時の対応が円滑に進むよう、県立高校に「防災」に重点を置いたコミュニティ・スクー
ルを導入し、地域と学校の連携・協働を進め、地元自治体（市町村）との避難所指定の協定締結を進めるとともに、地元住民と
の合同防災訓練など、地域と一体となった取組を実施

熊本県では、平成28年(2016年)４月の熊本地震において、市町村との避難所指定の協定の有無に関わらず、多くの県立高校が避難場所となり、
・ 避難所運営に係る体制（教職員の役割など）が明確に整備されていない
・ トイレや空調などの設備や備蓄品などが不足

などの課題に直面した経験から、地域と一体となった防災体制の構築に向けて、「防災」に重点を置いたコミュニティ・スクールを導入

◆ 専門家や地域の意見を踏まえた学校防災マニュアルの策定
◆ 地元市町村との避難所指定の協定締結
◆ 学校と地域の合同防災訓練や避難所運営シミュレーション等の実施

（学校）「地域と合同で防災訓練を実施することで、生徒及び教職員の意識が高まった。」
（地域）「高校生が地域を学び、地域と関わることで、地域への愛着心や防災への認識も深まる。」
（生徒）「災害が起きた時に、私たち高校生が地域の方々を助けられるように取り組んでいきたい。」

◆ 学校運営協議会の委員に、関係機関職員や自治体職員など防災の専門家を任命
◆ 学校運営協議会の承認事項に、防災教育や県立高校を中心とした地域防災に関する事項を追加することで、

学校運営協議会を活用して、関係者が学校だけでなく地域全体の防災の課題などを共有

◆ＣＳ導入状況（県立高校）
H28: 2校 → H29: 50校(100％)

◆避難所指定の協定締結数
40校（R2年8月時点）

背景・取組概要

工夫・ポイント

特徴的な活動

関係者の声

🄫🄫2010熊本県くまモン

【事例】 CSによる学校と地域の防災体制の強化（熊本県（高等学校））
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財政面での支援の充実
制度面の条件整備

コーディネート機能の強化・充実に向けた方針・ビジョンの明確化
好事例等の収集・情報提供

コーディネーターの役割や職務遂行に求められる資質・能力の明確化
職務環境・条件の整備

雇用に係る保証
教育委員会と首⾧部局の連携・協働体制の構築支援

コーディネーターの養成・研修に係る取組の充実

（出典）全国都道府県教育長協議会第２部会
「地域と学校の連携・協働におけるコーディネート機能の強化・充実～今後、求められるコーディネーターの在り方～」

全国都道府県教育長協議会第２部会が平成３１年３月に公表した「地
域と学校の連携・協働におけるコーディネート機能の強化・充実～今後、求め
られるコーディネーターの在り方～」の研究報告によると、コーディネーターの必要
性については、多くの都道府県が「必要」と回答しており、その必要性を認識し
ています。また、都道府県教育委員会において、国で必要だと思われる施策に
は、財政支援や制度整備、好事例の横展開が求められている。

33
30
30

27
27

16
10
10

0 10 20 30 40

地域人材の発掘や教育資源の収集・整理
学校と地域住民、保護者等との連携・協働体制の構築
学校と行政、企業、NPO等との連携・協働体制の構築

総合的な学習の時間や学校設定科目等の学習内容の検討や授業実施時の協力、外部とのコーディネート
学校と関係機関、社会教育施設等との連携・協働体制の構築

キャリア教育、地域連携、海外連携等の校務分掌等支援
地域課題の把握・分析

生徒の学校外での活動の支援、評価

（N＝47都道府県、複数回答）（※上位８項目を掲載）

43
0
4

必要 必要ない 分からない

「コーディネーター」の必要性の認識
（N=47 都道府県）

▍今後コーディネーターに期待する職務・活動

▍行政(国)に対し期待する役割（N＝47都道府県、複数回答）（※上位９項目を掲載）

「コーディネーター」の必要性に関する先行調査
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高等学校等の教職員数（令和４年度）

校長 副校長
・教頭 主幹教諭 指導教諭

教諭
助教諭
講師

養護教諭
養護助教
諭

実習助手 事務職員 総計

国立
（全日制） 3 17 27 2 498 19 8 47 621

公立 3,410 5,398 3,416 529 145,314 5,035 10,592 15,378 189,067

全日制 3,246 4,578 3,065 518 134,266 4,396 10,089 14,252 174,410

定時制 157 727 333 10 9,702 616 497 969 13,011

通信制 7 88 18 1 1,346 23 6 157 1,646

私立 1,355 2,490 748 403 60,227 1,544 807 9,914 77,488

全日制 1,248 2,187 627 302 56,577 1,433 690 8,678 71,742

定時制 3 9 2 0 148 6 5 29 202

通信制 104 294 119 101 3,502 105 112 1207 5,544

総計 4,768 7,900 4,191 934 206,039 6,598 11,407 25,339 267,176

全日制 4,497 6,782 3,719 822 191,341 5,848 10,787 22,977 246,773

定時制 160 736 335 10 9,850 622 502 998 13,213

通信制 111 382 137 102 4,848 128 118 1,364 7,190

（人）

（出典）文部科学省「学校基本調査」
※本務者数。
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公立高等学校の教職員定数

○ 高校標準法は、設置者（都道府県又は市町村）ごとに置くべき高等学校の教職員の総数の標準を定めている。

 ○ 公立高等学校の適正な配置については、高等学校の教育の普及及び機会均等を図る観点から、都道府県はその区域内の私立の高等
学校の配置状況に充分に配慮しなければならない。（高校標準法第四条）

対象学校種：公立高等学校（全日制・定時制・通信制）・中等教育学校後期課程・特別支援学校高等部
対象職種  ：校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、

寄宿舎指導員、事務職員

１．高校標準法の教職員定数

２．定数算定の方法

○ １学級の生徒数の標準を40人として、当該学校の生徒の収容定員や学科の種類等に基づき、学級担任や教科担任等の基礎的な教
職員定数を算定。加えて、習熟度別編成のための学校規模に応じた加算※1や、専門学科（農業、水産、工業、商業等）を置く学校に係る
加算※2等が行われている。

収容定員
（学級数）

普通科 工業科 （参考）
中学校

教員 養護教員 実習助手 事務職員 計 教員 養護教員 実習助手 事務職員 計 計
81～120 (3) ９人 １人 － １人 １１人 １２人 １人 ３人 １人 １７人 １１人

201～240 (6) １７人 １人 １人 ２人 ２１人 ２３人 １人 ６人 ３人 ３３人 １４人

561～600 (15) ３７人 １人 １人 ４人 ４３人 ４５人 １人 ８人 ５人 ５９人 ２７人
921～960 (24) ５５人 ２人 １人 ５人 ６３人 ６６人 ２人 １１人 ５人 ８４人 ４４人

※１：生徒321人以上で1名、561名以上で2名以上の教員を加算など
※２：全日制工業科（生徒201人以上）で4名以上の教員を加算など■全日制高校の算定例（上記加算を含む例）■

収容定員
（学級数）

普通科 工業科
（参考）
中学校

教員 養護教員 実習助手 事務職員 計 教員 養護教員 実習助手 事務職員 計 計
61～90 (3) ７人 １人 － １人 ９人 １０人 １人 ３人 １人 １５人 １１人

※特例的に1学級の生徒数の標準を30人とした場合の算定例

基礎定数
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区 分 第１次
S37～41

第２次
半数県 S42～46
半数県 S44～48

第３次
S49～53

第４次
S55～H３

第５次
H５～12

第６次
H13～17

内 容
学級編制及び教職員
定数の標準の明定

４５人学級の実施等 小規模校・通信制課
程の改善等

習熟度別学級編制等 全日制の普通科等４
０人学級の実施及び
多様な教科・科目の開
設等

少人数による授業等，
特色ある高校への加配，
教頭・養護教諭の複数
配置の拡充等

改 善 増
自然増減
差 引 計

11,573人
 39,089人
 50,662人

16,216人
 △15,245人

      971人

7,116人
   15,738人
   22,854人

10,238人
   32,114人
   42,352人

 23,700人
△37,500人
△13,800人

7,008人            
 △23,200人            
 △16,192人

学級編制の標準 ５０人 ４５人 ４０人

学校が個々に抱える問題解決等のために、基礎定数とは別に特例的に定数を加算。
○ 指導方法工夫改善（少人数指導） 1,019人
○ 通級による指導【H30(2018)創設】 348人
○ 生徒支援（学習指導・生徒指導・進路指導等） 1,191人
○ 普通科における職業系類型コースや多様な教科・科目開設 1,083人
○ 研修等定数、養護教諭、離島 2,524人

３．これまでの改善経緯

加配定数

地方交付税交付金は、教育費を含めた各地方団体毎の標準的な行政経費と、当該団体の標準的な税収入の一定割合を比べ、地方
団体の標準的な税収入の一定割合に満たない場合に、その差額を措置するものであり、国は交付に当たって条件をつけたり、使途を制限
したりすることができない。

○ 公立高等学校の教職員給与費は原則設置者（都道府県又は市町村）負担。
○ 国の特定財源による補助・負担金はなく、全額地方の一般財源により支出されている（地方交付税あり）。

４．公立高等学校の教職員の給与負担
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公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針
に基づく教師に共通的に求められる資質の具体的内容

教職に必要な素養
に主として関するもの

学
習
指
導

に
主
と
し
て
関
す
る
も
の

生
徒
指
導

に
主
と
し
て
関
す
る
も
の

特
別
な
配
慮
や
支
援
を
必
要

と
す
る
子
供
へ
の
対
応

に
主
と
し
て
関
す
る
も
の

Ｉ
Ｃ
Ｔ
や
情
報
・

教
育
デ
ー
タ
の
利
活
用

に
主
と
し
て
関
す
る
も
の

※ 上記に関連して、マネジメント、コミュニケーション（ファシリテーションの作用を含む）、連携協働などが横断的な要素として存在

注１ 注２

注１）「特別な支援・配慮を必要とする子供への対応」は、「学習指導」「生徒指導」を個別最適に行うものとしての位置付け
注２）「ＩＣＴや情報・教育データの利活用」は、「学習指導」「生徒指導」「特別な配慮や支援を必要とする子供への対応」をより効果的に

行うための手段としての位置付け

社会性
使命感 倫理観教育的愛情

責任感豊かな人間性 人権意識
等
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・ 「令和の日本型学校教育」を踏まえた新しい時代における教育、学校及び教職の意義や社会的役割・服務等を理解するとと
もに、国内外の変化に合わせて常に学び続けようとしている。

・ 豊かな人間性や人権意識を持ち、他の教職員や子供達、保護者、地域住民等と、自らの意見も効果的に伝えつつ、円滑なコ
ミュニケーションを取り、良好な人間関係を構築することができる。

・ 学校組織マネジメントの意義を理解した上で、限られた時間や資源を効率的に用いつつ、学校運営の持続的な改善を支えら
れるよう、校務に積極的に参画し、組織の中で自らの役割を果たそうとしている。

・ 自身や学校の強み・弱みを理解し、自らの力だけでできないことを客観的に捉え、家庭・地域等も含めた他者との協力や関わり、
連携協働を通じて課題を解決しようとする姿勢を身に付けている。

・ 子供達や教職員の生命・心身を脅かす事故・災害等に普段から備え、様々な場面に対応できる危機管理の知識や視点を備
えている。

・ 関係法令、学習指導要領及び子供の心身の発達や学習過程に関する理解に基づき、子供たちの「主体的・対話的で深い学
び」の実現に向けた授業改善を行うなど、 「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に向けて、学習者中心の授
業を創造することができる。

・ カリキュラム・マネジメントの意義を理解し、教科等横断的な視点や教育課程の評価、人的・物的な体制の確保・改善等の観
点をもって、組織的かつ計画的に教育課程を編成・実施し、常に学校の実態に応じて改善しようとしている。

・ 子供の興味・関心を引き出す教材研究や、他の教師と協働した授業研究などを行いながら、授業設計・実践・評価・改善等を
行うことができる。

・ 各教科等においてそれぞれの特質に応じた見方・考え方を働かせながら、資質・能力を育むために必要となる各教科等の専門
的知識を身に付けている。

・ 子供一人一人の特性や心身の状況を捉え、良さや可能性を伸ばす姿勢を身に付けている。
・ 生徒指導の意義や原理を理解し、他の教職員や関係機関等と連携しつつ、個に応じた指導や集団指導を実践することができ

る。
・ 教育相談の意義や理論（心理・福祉に関する基礎的な知識を含む。）を理解し、子供一人一人の課題解決に向け、個々の
悩みや思いを共感的に受け止め、学校生活への適応や人格の成長への援助を行うことができる。

・ キャリア教育や進路指導の意義を理解し、地域・社会や産業界と連携しながら、学校の教育活動全体を通じて、子供が自分
らしい生き方を実現するための力を育成することができる。

・ 子供の心身の発達の過程や特徴を理解し、一人一人の状況を踏まえながら、子供達との信頼関係を構築するとともに、それ
ぞれの可能性や活躍の場を引き出す集団づくり（学級経営）を行うことができる。

・ 特別な配慮や支援を必要とする子供の特性等を理解し、組織的に対応するために必要となる知識や支援方法を身に付けると
ともに、学習上・生活上の支援の工夫を行うことができる。

・ 学校におけるＩＣＴの活用の意義を理解し、授業や校務等にICTを効果的に活用するとともに、児童生徒等の情報活用能
力（情報モラルを含む。）を育成するための授業実践等を行うことができる 。

・ 「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現に向け、児童生徒等の学習の改善を図るため、教育データを適切に活用するこ
とができる。

教職に必要な素養
に主として関するもの

学習指導
に主として関するもの

生徒指導
に主として関するもの

特別な配慮や支援を
必要とする子供への対応

に主として関するもの

ICTや情報・
教育データの利活用

に主として関するもの
注）記述量と必要な学修量とは、必ずしも比例しない。
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「新たな教師の学び」を支える研修体制の構築

背景・課題

事業内容

○オンライン研修コンテンツの開発
1,220百万円 【令和4年度第2次補正予算】

• ICT活用、特別支援、外国語教育など喫緊の教育課題や、教師のキャリア
ステージ・校務分掌に応じて、成果確認も併せたオンライン研修コンテンツを
重点的に開発。

• 大学等が持つ専門性やリソースを活かし、個々の教師の強みや専門性、興
味関心に応じた多様な研修コンテンツを開発。

• 外部人材等の入職を支援するため、基礎的な知識等を身に付けることがで
きる学習コンテンツを開発。

②教員研修高度化推進支援事業

(2)(独)教職員支援機構の機能強化
〇運営費交付金 1,263百万円（1,223百万円）の内数
・オンライン研修の開発・充実や、新たな指導法や研修手法の開発・普及等を基幹的に担う「次世代型教職員研修開発センター」を設置。
○施設整備費補助金  186百万円【新規】 【令和4年度第2次補正予算】
・研修受講者が安全・安心に研修に専念できる研修・宿泊環境の形成及び災害時の一時避難所としての環境整備を図るため、
老朽化している施設について必要な改修・修繕を実施。
【改修箇所】外壁、屋上、空調システム改修（特別研修棟）、シャワー室への転用（浴室棟）

 令和4年の教育公務員特例法の改正により、令和5年4月から、各教師の研修履歴を記録するとともに、この記録に基づき、教師の資質向上に関する指導助言等を行う仕
組みが制度化された。

 この新たな研修制度の下で、教師の個別最適な学び、協働的な学びを実現するためには、デジタル技術を活用し、効果的な記録作成・閲覧を可能とするとともに、豊富な研
修コンテンツの中から、いつでも、どこからでも必要な研修を受講できるプラットフォームを整備する必要がある。その際、学校DXの一環として、マイナンバーの活用も見据えつつ、別
途構築する教員免許管理システム等との連携を可能とする必要がある。

 同時に、喫緊の教育課題や、大学等が免許更新講習として作成してきたコンテンツを発展させるなどオンライン研修コンテンツを抜本的に拡充する必要がある。
 また、教員研修の高度化を進め、研修をより効果的に進めるためのモデルを開発することで、全国的な研修観の転換・定着を図る必要がある。
 このような新たな教師の学びを支える全国的な研修として、（独）教職員支援機構の機能強化を図り、次世代の教師の学びを実現していく。

○研修受講履歴記録システムの構築
91百万円（93百万円）【令和4年度第2次補正予算】

・教師の研修受講履歴を記録する新たなシステムを国が主導して開
発し、効率的な記録作成、管理、閲覧を可能にする。

○教員研修プラットフォームの構築
184百万円 【令和4年度第2次補正予算】

・教職員支援機構、教育委員会、大学、民間等が提供する研修
コンテンツを一元的に収集・整理・提供するプラットフォームを構築し、
いつでも、どこからでも必要な研修を受講できる環境を整備する。

・研修受講履歴記録システムと自動連携し、教員育成指標との関
連の「見える化」や必要な研修を検索する機能等を整備する。

○教員研修の高度化モデル開発
1,031百万円 【令和4年度第2次補正予算】

・教育委員会・学校法人と大学等が協働して、教員研修の高度化の
ためのモデル開発を行い、全国的な研修観の転換・定着を図る。

【調査研究のテーマ例】
・教員研修の成果確認と評価モデルの確立に関すること
・教員研修や授業研究の高度化に関すること
・教師と管理職等の「対話と奨励」プロセスの最適化に関すること
・教育委員会による学校へのサポート機能の充実に関すること

(1)教員研修の高度化支援
①研修受講履歴記録システムおよび研修プラットフォームの構築

研修コンテンツ
開発 受講 修得

確認掲載 記録

(3)新任校長オンライン集合ハイブリッド研修

○新任校長研修事業 20百万円 (19百万円)

• 新任校長に対して、学校運営や人材育成に係る
マネジメント力向上に向けた研修を実施するととも
に、校長同士のネットワーク構築を図る。

令和4年度第2次補正予算額 27億円

研修プラットフォーム

 令和5年度予算額 13億円

（前年度予算額 14億円）
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新たな教師の学びの姿のイメージ

履修証明
学習コンテンツ

の提供
研修受講

履歴記録システム

研修機会の充実、研修内容・方法が適時
見直される仕組み

日常的なOJT、校内研修等の充実

学びの成果の可視化と組織的共有

管理職等のマネジメントの下での「協働的
な職場づくり」や主体的・自律的な研修に
向けた全校的な推進体制

必ずしも主体性を有しない教師への対応
（職務命令／人事上・指導上の措置）

学校における働き方改革の推進

教育委員会・学校管理職等

研修履歴を記録

研修の実施／
受講の奨励

研修の受講・
振り返り

対話

文部科学省 教師の資質能力に関する指針の改正やガイドラインの策定
ペーパーティーチャー等のための学習コンテンツの開発

（独）教職員
支援機構

研修受講履歴記録システムの構築・運用に参画し、３つの仕組みを構築・運用し、
これらを一体的に構築・運用

教育委員会等と質の高い研修コンテンツ（標準的な動画コンテンツなど）を
継続的・計画的に共同作成

研修
プログラム
の提供大学／教職大学院

民間・教育関係団体

関
係
者
に
よ
る
協
議
や
協
働
を

進
め
る
た
め
の
体
制
整
備

（
協
議
会
や
コ
ン
テ
ン
ツ
の
共
同

作
成
な
ど
）

学習コンテンツの質保証
ワンストップ的に情報を集約しつつ、
適切に整理・提供するプラットフォーム
学びの成果を可視化するための証明

新しい姿の高度化を支える
３つの仕組み

アクセス
（研修履歴の

 振り返り）

研修の受講
（集合型研修／
オンライン等）

教師自らの主体的な学びのマネジメント

個別最適・協働的な教師の学び

適切な目標設定と現状把握

自らの経験や他者から学ぶといった「現場の
経験」も含む学び

教師

学び続ける教師へ

1

2

3
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教員研修高度化推進支援事業

背景・課題

事業内容

○「新たな教師の学び」を実現し、教師が合理的かつ効率的に研修を受講できるようにするため、オンライン研修コンテンツを開発・充実させる。
・教師が教員育成指標に沿った学びをより充実したものとするため、多様な主体がオンライン研修コンテンツを開発する取組を支援し、より合理的かつ効果的な研修実施を推進することが必要。
・教師不足の解消等に資するため、外部人材等（教員免許状を保有するものの教職には就いていない者も含む）の採用前後に活用できるよう、教壇に立つ上で必要な知識技能を習得で
きる、オンライン研修コンテンツの開発が必要。
⇒ 開発した研修コンテンツは、文科省が構築する「教員研修プラットフォーム」に掲載。
○教育委員会・学校法人と大学等が協働して研修高度化を進める取組をモデル開発し、成果の横展開を図ることで、全国的な研修観の転換・定着を図る。
・研修の合理化・効率化に資する研修高度化への教育委員会・学校での取組を推進するため、教育委員会・学校法人と大学等の協働により、各地域における実情に合わせた研修高度化
の取り組みをモデル開発し、成果を横展開することが必要。

アウトプット(活動目標)
・様々な分野のコンテンツの開発
・教師や任命権者等の負担軽減
・外部人材等が学校現場へのセカンドキャリアとして入るサポート
・研修高度化の取組の進展

アウトカム(成果目標)

１．「新たな教師の学び」に対応したオンライン研修コンテンツ開発【1,220百万円】

〇教育委員会と大学等が連携した教員研修の高度化モデル開発
［29百万円×全国９ブロック×４テーマ］

・各地域の実情に合わせた研修高度化の取組をモデル化
・成果を共有することで全国的な研修観の転換・定着を図る
※委託先：大学及び教育委員会・学校法人

【調査研究のテーマ例】
・教員研修の成果確認と評価モデルの確立に関すること
・教員研修や授業研究の高度化に関すること
・教師と管理職の対話と奨励におけるプロセスの最適化に関すること
・各学校の研修主事への支援など教育委員会による学校へのサポート機能
の充実に関すること

２．教員研修の高度化モデル開発【1,031百万円】

（1）組織的な学びのための研修コンテンツ開発

①喫緊の教育課題に対応する研修コンテンツ開発
[<６百万円×84コンテンツ>×2/3＝336百万円］

ICT活用、特別支援、外国語教育、幼児教育、わいせつ事案対応等の喫緊の課題に対して、基礎編か
ら応用編までの段階別の研修コンテンツ開発

②キャリアステージ・校務分掌に対応する研修コンテンツ開発
［<６百万円×36コンテンツ>×2/3＝144百万円］                                

     研修主事、生徒指導主事、進路指導主事、道徳教育推進教師など、キャリアステージに応じて校務分掌
を担う教師に対して、その職務を行うために必要な研修コンテンツ開発

・教師の資質向上の促進
・外部人材等の採用者数の増加
・研修観の転換・定着の進展

（2）教師の多様な研修ニーズに対応する研修コンテンツ開発
［<６百万円×150コンテンツ>×2/3＝600百万円］

大学等が持つ専門性やリソースを活かし、様々な個々の教師の強みや専門性、興味関心など多様なニー
ズに対応する研修コンテンツ開発

（3）外部人材等に対応する研修コンテンツ開発
［<６百万円×35コンテンツ>×2/3＝140百万円］

・最新の知識や現場の状況等を学び直す体系的かつ実際的な研修コンテンツ開発
・特別免許状や特別非常勤講師制度を活用して教壇に立つ外部人材が、専門性に係る指導を充実するための
研修コンテンツを開発

※補助率3分の２
※修了時に成果確認を行い、履修証明を与えるなど、学びの成果を可視化する取組を推進
※文部科学省が開発する「教員研修プラットフォーム」での提供を推進

 令和4年度第2次補正予算額 23億円
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事業内容

高等学校等就学支援金等

背景 課題背景説明
○家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して

教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担の軽減を図ること
が喫緊の課題。

目的・目標
○高等学校等の授業料に充てるために高等学校等就学支援金を

支給することで、家庭の教育費負担の軽減を図り、もって教育の
機会均等に寄与する。

令和5年度予算額  4,129億円
(前年度予算額     4,142億円)

＜内訳＞ 高等学校等就学支援金交付金 4,104 億円
 公立高等学校授業料不徴収交付金 0.1 億円
 高等学校等就学支援金事務費交付金 25 億円

対象
校種

公・私立高校等：都道府県
国立高校等  ：国

実施
主体 国 10/10支援

割合

高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（1～3年）、専修学校高等課程、
専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、
各種学校のうち告示指定を受けた外国人学校、海上技術学校

※ 私立高校等の通信制課程に通う年収590万円未満世帯の支給上限額は 29万7,000円
※ 国公立の高等専門学校（1~3年）に通う年収590万円未満世帯の支給上限額は 23万4,600円

年収は両親のうちどちらか一方が働き、
高校生1人（16歳以上）、中学生1
人の4人世帯の目安。

590万円 910万円 年収目安

支給上限額

 39万6,000円 
  （私立高校の平均授業料

   を勘案した水準）

11万8,800円 
 （公立高校の授業料）

◆ 高校生等の授業料に充てるため、年収910万円未満の世帯の生徒等を対象に、高等学校等就学支援金を支給
（設置者が代理受領）

◆ 令和５年度予算案：家計急変世帯への支援の仕組みを創設
※やむを得ない理由により収入が著しく減少した場合に支援

私立高校等は加算

高等学校等就学支援金
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◆ 生活保護世帯・非課税世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等奨学給付金により支援を行う。
※ 家計急変世帯（新型コロナウイルス感染症の影響を含む）については、急変後の所得の見込により判定
※ 授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、入学学用品費、教科外活動費、通信費など

◆ 令和５年度予算案：非課税世帯 全日制等（第１子）の給付額の増額

事業内容

令和5年度予算額   148億円
(前年度予算額           151億円)高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）

○家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が
安心して教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担
の軽減を図ることが喫緊の課題。

背景説明

【「第1子」の給付額の推移】

※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合

国公立 私立

　    114,100円 　    134,600円

 　→117,100円（+3,000円） 　 →137,600円（+3,000円）

非課税世帯
　通信制・専攻科

世帯区分
給付額（年額）

生活保護受給世帯
　全日制等・通信制

非課税世帯
　全日制等（第１子）

非課税世帯

　全日制等（第２子以降
※

）

　      32,300円  　     52,600円

　    143,700円

     　 50,500円

       152,000円

      　52,100円

【令和５年度予算案 給付額】

対象
校種

補助対象
経費

都道府県実施
主体

国 １/３
都道府県 ２/３

補助
割合

高等学校（専攻科含む）、中等教育学校（後期課程）
高等専門学校（1～3年）、専修学校（高等課程） 等

○高等学校等の授業料以外の教育費に充てるために、高校
   生等奨学給付金を支給することで、家庭の教育費負担の
   軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する。

目的・目標

都道府県が行う高校生等奨学給付金事業に
要する経費

R2年度第3次補正
上乗せ支給

37,400円
37,400円

59,500円
75,800円80,800円

82,700円84,000円
110,100円

114,100円
117,100円

143,700円

38,000円39,800円

67,200円
84,000円89,000円

98,500円
103,500円

129,600円
134,600円137,600円

152,000円

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5予算案第2子以降

国公立 私立
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Sheet1



				世帯区分 セタイ クブン		給付額（年額） キュウフガク ネンガク

						国公立 コッコウリツ		私立 シリツ

				生活保護受給世帯
　全日制等・通信制 セイカツ ホゴ ジュキュウ セタイ ゼンニチセイ トウ ツウシンセイ		　      32,300円 エン		 　     52,600円 エン



				非課税世帯
　全日制等（第１子） ヒカゼイ セタイ ゼンニチセイ トウ ダイ コ		　    114,100円		　    134,600円 エン

						 　→117,100円（+3,000円） エン エン		　 →137,600円（+3,000円） エン

				非課税世帯
　全日制等（第２子以降※） ヒカゼイ セタイ ゼンニチセイ トウ ダイ コ イコウ		　    143,700円 エン		       152,000円 エン



				非課税世帯
　通信制・専攻科 ヒカゼイ セタイ ツウシンセイ センコウカ		     　 50,500円 エン		      　52,100円 エン
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